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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　治療のために患者に提供される加圧空気の供給を引き起こす流れ発生器と共に用いられ
るデバイスであって、前記加圧空気は、前記流れ発生器の出口に接続可能な患者インター
フェースを介して前記患者に提供され、前記デバイスは、
　前記流れ発生器によって発生された第１の音響信号と、前記患者インターフェースが接
続された場合に該患者インターフェースから反射される第２の音響信号と、を受信するよ
うに構成されたセンサと、
　前記第１の音響信号及び前記反射された第２の音響信号を処理するコントローラと、
を具備し、
　前記コントローラは、該処理された、前記第１の音響信号と前記反射された第２の音響
信号とに基づいて前記患者インターフェースの接続を検出する、デバイス。
【請求項２】
　前記第１の音響信号は、音響インパルス又は連続音響信号のいずれかである、請求項１
に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記コントローラは、ケプストラム解析によって前記第１の音響信号及び前記第２の音
響信号を処理する、請求項１または２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記患者インターフェースはマスク及び管を含む、請求項１乃至３のいずれか一項に記
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載のデバイス。
【請求項５】
　前記センサは、前記流れ発生器内に又は該流れ発生器の出口に近接して取り付けられる
か又は封入される、請求項１乃至４のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記センサは、マイクロフォン、圧力センサ、又は流れセンサである、請求項１乃至５
のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記コントローラは、前記患者インターフェースに関する情報をコンピュータに転送す
る、請求項１乃至６のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記患者インターフェースの前記接続の検出は、特定のマスクモデルの識別を含む、請
求項１乃至７のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記患者インターフェースの前記接続の検出は、該患者インターフェースに関連する漏
れの検出を含む、請求項１乃至８のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１０】
　治療のために患者に提供される加圧空気の供給を引き起こす流れ発生器と共に用いられ
るデバイスであって、前記加圧空気は、前記流れ発生器の出口に接続された患者インター
フェースを介して前記患者に提供され、前記デバイスは、
　前記流れ発生器によって発生された第１の音響信号と、前記患者インターフェースから
反射された第２の音響信号と、を受信するセンサと、
　前記第１の音響信号及び前記反射された第２の音響信号を処理するコントローラと、
を具備し、
　前記コントローラは、前記反射された第２の音響信号の少なくとも１つの特徴を所定の
音響信号のセット内の少なくとも１つの特徴と比較することに基づいて、前記患者インタ
ーフェースを識別する、デバイス。
【請求項１１】
　治療のために患者に提供される加圧空気の供給を引き起こす流れ発生器と共に用いられ
るデバイスであって、前記加圧空気は、前記流れ発生器の出口に接続された患者インター
フェースを介して前記患者に提供され、前記デバイスは、
　前記流れ発生器によって発生された第１の音響信号と、前記患者インターフェースから
反射された第２の音響信号と、を受信するセンサと、
　前記第１の音響信号及び前記反射された第２の音響信号を処理するコントローラと、
を具備し、
　前記コントローラは、前記反射された第２の音響信号の少なくとも１つの特徴を所定の
音響信号のセット内の少なくとも１つの特徴と比較することに基づいて、前記患者インタ
ーフェースにおける不具合を識別する、デバイス。
【請求項１２】
　出口からの加圧空気の供給を引き起こす流れ発生器に接続するように適合された患者イ
ンターフェースを識別する方法であって、
　前記流れ発生器によって空気路に第１の音響信号を放出するステップと、
　前記第１の音響信号と、前記空気路に沿って反射された第２の音響信号と、を検出する
ステップと、
　前記第２の音響信号を取得するよう、信号をフィルタリングするステップと、
　前記第２の音響信号を、患者インターフェースの所定の反射音響信号のアレイと比較す
るステップと、
　前記アレイとの前記第２の音響信号の比較に基づいて、前記空気路に接続された患者イ
ンターフェースを識別するステップと、
を含む、方法。
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【請求項１３】
　流れ発生器に接続されたマスクのタイプを、該流れ発生器によって放出された音響信号
の前記マスクの音響反射を特徴付けることにより識別する方法。
【請求項１４】
　空気路における特徴を検出又は識別する方法であって、
　前記空気路と連通する流れ発生器によって該空気路に第１の音響信号を放出するステッ
プと、
　前記第１の音響信号と、前記空気路に沿って反射された第２の音響信号と、を検出する
ステップと、
　前記第２の音響信号を取得するよう、信号をフィルタリングするステップと、
　前記第２の音響信号を、前記空気路の所定の音響特性のアレイと比較するステップと、
　前記アレイとの前記第２の音響信号の比較に基づいて前記空気路における特徴を識別す
るステップと、
を含む、方法。
【請求項１５】
　前記空気路は患者インターフェースを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記空気路は患者の呼吸器系を含む、請求項１４または１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記特徴は、前記空気路内の狭窄、前記空気路の直径、前記空気路の長さ、及び前記空
気路の閉塞からなるグループから選択される１つ又は複数を含む、請求項１４乃至１６の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　患者インターフェースの特徴を識別する、請求項１４乃至１７のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１９】
　前記患者インターフェースの特徴は、前記流れ発生器の設定を制御する治療パラメータ
を調整するために用いられる、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　呼吸治療装置において、
　呼吸治療導管に結合され、該導管と連通する流れ発生器の発生したノイズ及びその反射
されたノイズである該導管からの音に対し、該音の測定量を生成するように適合されたマ
イクロフォンと、
　前記マイクロフォンからの前記音の測定量のデータサンプルを、テンプレートを表す以
前に格納されたデータサンプルとの比較によって解析するように構成され、前記比較から
、前記呼吸治療装置への患者インターフェースの接続を検出するようにさらに構成された
プロセッサと、
を具備する呼吸治療装置。
【請求項２１】
　前記データサンプルの解析は、前記音の測定量の前記データサンプルを用いたケプスト
ラムの計算を含む、請求項２０に記載の呼吸治療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、２００９年１０月２０日出願の米国仮特許出願第６１／２５３，１７２号、
２００９年８月１３日出願の米国仮特許出願第６１／２３３，５５４号及び２００９年２
月１１日出願のオーストラリア仮特許出願第２００９９００５６１号の出願日の利益を主
張し、それらの開示内容は、引用により本明細書の一部を成すものとする。
【０００２】
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　本技術は、呼吸治療装置等の自動化されたデバイスに有用であり得る音響検出用の方法
及び装置に関する。本技術の実施の形態は、患者インターフェース内又は患者の呼吸器系
内等の閉塞の検出、マスク等、付属品又はその状態の検出、及び患者又はユーザの検出を
含むことができる。
【背景技術】
【０００３】
　人工呼吸器（ventilator：ベンチレータ）又は陽圧治療デバイス等の呼吸治療装置は、
通常、流れ発生器（flow generator）、空気フィルタ、マスク、カニューレ又は気管内チ
ューブ、流れ発生器をマスク又はチューブに接続する供給チューブ、センサ、及びマイク
ロプロセッサベースのコントローラを有する場合がある。流れ発生器は、サーボ制御モー
タ及びインペラ（たとえばブロワ（blower））とすることができる。任意選択で、流れ発
生器は、ブロワのモータ速度制御に代わるものとして、患者に供給される圧力を変更する
手段として、環境に空気を排出することができる弁を有することもできる。センサは、特
に、圧力トランスデューサ、流れセンサ等により、モータ速度、気体体積流量及び出口圧
力を測定する。
【０００４】
　こうしたデバイスは、システムに変化を起こすように自動化されてきた。たとえば、Ｃ
ＰＡＰデバイスは、患者の状態を検出するように実施されてきた。Berthon-Jonesによる
米国特許第５，７０４，３４５号には、部分的な又は完全な上気道閉塞の指示に応じて治
療圧力を自動的に調節するデバイスが記載されている。Berthon-Jonesが開示した自動化
手続きには、調整された圧力出力を生成するＣＰＡＰ圧力発生器により空気流を誘導する
ことにより、開放した又は閉鎖した患者気道を検出することが含まれる。圧力の調整によ
って誘導される空気流は、測定された空気流信号を復調することにより、他の要素（心拍
等）によって誘導される空気流から分離される。無呼吸は、平均誘導信号が０．０３リッ
トル／秒を上回る場合、「気道開放」として分類され、平均誘導信号が０．０３リットル
／秒を下回る場合、「気道閉鎖」として分類される。
【０００５】
　特許協力条約による国際出願公開第２００６／０９２００１号では、Kwokが、コードの
付された一連の抵抗器を使用することによりマスクを特定するシステムを記載している。
コントローラが、抵抗器に基づいて、特定のマスクの識別に関連する特定の電気抵抗を識
別することによってマスクを検出することができる。
【０００６】
　こうしたシステムの状態を評価するか、又はその動作を制御する、改善された技法及び
デバイスが望ましい可能性がある。
【発明の概要】
【０００７】
　本技術の一態様は、さまざまな目的に対して音響検出を実施することである。
【０００８】
　本技術の別の態様は、音又はノイズを放出することができるデバイスにおいて又はそう
したデバイスを用いて音響検出を実施することである。
【０００９】
　本技術の別の態様は、呼吸治療装置において又は呼吸治療装置を用いて音響検出を実施
することである。
【００１０】
　本技術の別の態様は、たとえばケプストラム解析により音響検出を実施することである
。
【００１１】
　本技術のさらなる態様は、音響解析により、閉塞検出、構成要素若しくは付属品の検出
、及び／又は患者若しくはユーザの検出を実施することである。
【００１２】
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Ａ．閉塞検出
　本技術の或る特定の実施の形態例の一態様は、閉塞の検出を自動化することである。
【００１３】
　本技術の或る特定の実施の形態例の別の態様は、呼吸装置導管内における閉塞の検出を
自動化することである。
【００１４】
　本技術のいくつかの実施の形態の別の態様は、音センサにより気管内チューブ等、呼吸
治療導管内の流れ発生器の音の測定量（measure：測定値）を決定することにより、呼吸
治療導管閉塞を検出する方法を含む。そして、音の測定量をプロセッサによって解析する
ことができる。そして、プロセッサは、解析に基づいて、呼吸治療導管における閉塞の存
在又は不在を示すことができる。
【００１５】
　いくつかの実施の形態では、解析は、音の測定量を表すデータサンプルからフーリエ変
換を計算することを含むことができる。これは、音の測定量を表す変換されたデータサン
プルの対数を計算することをさらに含むことができる。さらに、解析は、音の測定量を表
す変換されたデータサンプルの対数の逆変換を計算することを含むことができる。いくつ
かの実施の形態では、解析はまた、（ａ）音の測定量を表す変換されたデータサンプルの
対数の逆変換と（ｂ）呼吸治療導管の閉塞されていないものから測定された音を表す、フ
ーリエ変換されたデータサンプルの対数の逆変換との差を計算することも含むことができ
る。
【００１６】
　さらなる実施の形態では、上記示すことは、差の計算に基づいてディスプレイにデータ
のグラフを表示することを含むことができる。さらに、差の計算のデータに基づく閉塞の
存在の場所及び程度を決定することができる。こうした程度を、任意選択で、差の計算の
データの有意なサンプルの振幅又は大きさの値から決定することができる。場所を、差の
計算のデータの有意なサンプルの時刻から決定することができる。任意選択で、呼吸治療
導管内で音を発生する音源は流れ発生器とすることもできる。さらに、音センサは単一の
マイクロフォンとすることもできる。
【００１７】
　本技術のいくつかの実施の形態は、また、呼吸治療導管の閉塞を検出する装置も含む。
本装置は、呼吸治療導管と結合して、呼吸治療導管内の流れ発生器の音の測定量を生成す
るように適合されたマイクロフォンを含むことができる。本装置のプロセッサを、マイク
ロフォンからの音の測定量のデータサンプルを解析し、解析されたデータサンプルに基づ
いて、呼吸治療導管における閉塞の存在又は不在を示すように構成することができる。任
意選択で、マイクロフォンを、気管内チューブの一部と接続する開口部を有する気管内チ
ューブカプラに適合させることができる。気管内チューブカプラはまた、人工呼吸器供給
チューブの一部と接続するように適合された開口部も有することができる。カプラはマイ
クロフォンチャンバをさらに有することができ、該チャンバは、該チャンバをカプラのガ
ス流路から分離する膜に適合されている。任意選択で、カプラは、マイクロフォンチャン
バが周囲圧力と等しくなるのを可能にするように適合された通気孔をさらに有することが
できる。いくつかの実施の形態では、本装置はまた、流れ発生器を有することができ、プ
ロセッサを、呼吸治療を引き起こすよう流れ発生器を制御するように構成することができ
る。同様に、プロセッサを、上述した方法の任意のものに従って閉塞を決定するように構
成することができる。
【００１８】
　本技術のいくつかの実施の形態では、方法は、呼吸器系の閉塞の検出を実施する。本方
法は、音センサにより、流れ発生器の音の測定量を決定することを含むことができる。そ
して、プロセッサが、音センサからの音の測定量を、音の測定量からケプストラムを計算
することによって解析することができる。そして、プロセッサは、解析に基づいて、患者
の呼吸器系における（たとえば部分的又は完全な）閉塞の存在又は不在を示すことができ
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る。いくつかの実施の形態では、これは、音の測定量からのケプストラムと以前の音の測
定量から決定されたケプストラムとの差を計算することに基づいて、閉塞の存在の程度を
検出することを含むことができる。任意選択で、程度を、差の計算のデータの有意なサン
プルの振幅値から決定することができる。さらに、場所を、差の計算のデータにおける有
意なサンプルの位置から決定することができ、その位置は、呼吸治療導管の既知の端部を
越えた位置を表す。
【００１９】
　こうした方法を、呼吸器閉塞を検出する装置において実施することができる。たとえば
、本装置は、呼吸治療導管に結合して、流れ発生器の音の測定量を生成するように適合さ
れたマイクロフォンを有することができる。本装置はまた、マイクロフォンからの音の測
定量のデータサンプルを、音の測定量のデータサンプルを用いるケプストラムの計算によ
り解析するように構成された、コントローラ又はプロセッサも有することができる。本装
置は、解析されたデータサンプルに基づいて患者の呼吸器系における閉塞の存在又は不在
を示すようにさらに構成することができる。本装置はまた、任意選択で、流れ発生器を有
することもでき、その場合、コントローラ又はプロセッサは、流れセンサを、呼吸治療を
引き起こすよう制御するようにさらに適合される。
【００２０】
Ｂ．付属品の検出
　本技術の一態様は、流れ発生器と周辺部品との調整を容易にする構造を提供する認識シ
ステムを対象とする。
【００２１】
　本技術の別の態様は、ＣＰＡＰデバイスに接続されたマスクのタイプの自動検出方法及
び装置を提供することである。本技術のさらなる態様は、患者インターフェース及び患者
の呼吸器系を含むＣＰＡＰデバイスの空気路における特徴を検出しかつ／又は特定する方
法、システム及びデバイスを含むことができる。
【００２２】
　本技術の別の態様は、治療のために出口において患者に提供される加圧空気の供給をも
たらす流れ発生器で使用されるアダプタに関する。アダプタは、流れ発生器の出口に取付
け可能な導管と、導管によって支持されると共に、流れ発生器に取付け可能な特定の周辺
構成要素に一意の識別特徴を提供する、識別要素とを有する。識別特徴は、流れ発生器に
通信可能であり、それにより、流れ発生器の適切な動作パラメータを、流れ発生器により
、特定の周辺構成要素と調和するように自動的に選択することができる。
【００２３】
Ｃ．患者／ユーザ検出
　本技術の或る特定の実施の形態例の一態様は、デバイスのユーザの検出又は認証方法を
自動化することである。
【００２４】
　本技術の或る特定の実施の形態例の別の態様は、検出されたユーザに従って動作（複数
可）を不可能にするか又は可能にするように、デバイスの特定のユーザの検出を自動化す
ることである。
【００２５】
　本技術の或る特定の実施の形態例の別の態様は、安全機能として呼吸治療装置の特定の
ユーザの検出を自動化することである。
【００２６】
　本技術の実施の形態例のまたさらなる態様は、音センサにより、デバイスのユーザの解
剖学的腔に向けられた音導管内で、音発生器の音の測定量を決定することを含む、デバイ
スのユーザを認証する方法である。本方法は、プロセッサにより、音センサからの音の測
定量を、音の測定量からケプストラムを計算することによって解析することをさらに含む
ことができる。本方法は、プロセッサにより、解析に基づいて、ユーザが事前に認可され
たユーザであることを決定することをまたさらに含むことができる。
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【００２７】
　いくつかの実施の形態では、本方法における決定することは、デバイスの動作を可能に
することを含むことができる。いくつかの実施の形態では、音発生器はスピーカを含み、
音センサはマイクロフォンを含む。いくつかの実施の形態では、認証によって保護される
デバイスは呼吸治療装置であり、そこでは、音発生器は流れ発生器を含み、音導管は呼吸
供給チューブを含む。場合によっては、解析は、ケプストラムのデータを、セットアップ
プロセスにおいて以前の音の測定量から決定された以前のケプストラムのデータと比較す
ることを含むことができる。こうした場合によっては、本方法は、セットアッププロセス
で取得された以前の音の測定量を決定することを含むことができる。
【００２８】
　いくつかの実施の形態では、本技術は、ユーザを認証する装置を含むことができる。本
装置は、装置のユーザの解剖学的腔に音響信号を向けるように適合された音導管を有する
ことができる。本装置はまた、音響信号を発生する音発生器も有することができる。本装
置は、音導管に結合して、音響信号の測定量を生成するように適合されたマイクロフォン
をさらに有することができる。本装置はまた、音の測定量のデータサンプルを用いてケプ
ストラムを計算することにより、マイクロフォンからの音響信号の測定量のデータサンプ
ルを解析するように構成されたプロセッサも有することができる。プロセッサを、解析に
基づいて、ユーザが事前に認可されたユーザであることを決定するように構成することも
可能である。
【００２９】
　いくつかの実施の形態では、プロセッサを、上記決定に基づいて装置の動作を可能にす
るように構成することができる。本装置の音発生器は、少なくとも１つのスピーカを含む
ことができる。本装置のプロセッサはまた、任意選択で、ケプストラムを、セットアップ
プロセスで取得された以前の音の測定量から決定される以前のケプストラムのデータと比
較することにより、解析を行うことも可能である。いくつかの実施の形態では、本装置の
プロセッサを、セットアッププロセスで以前の測定量を設定するように構成することも可
能である。いくつかの実施の形態では、本装置は呼吸治療装置であってもよく、その場合
、音発生器はサーボ制御ブロワであり、音導管は、呼吸供給チューブ及びマスク又は鼻カ
ニューレを含む。
【００３０】
　本技術の他の特徴は、以下の詳細な説明、図面及び特許請求の範囲に含まれる情報を考
慮することで明らかとなろう。
【００３１】
　本技術を、添付の図面において、限定としてではなく例として示し、図面では、同様の
参照数字は同様の要素を指す。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本技術の呼吸治療導管閉塞を検出するシステムの構成要素例を示す図である。
【図２】本技術の呼吸治療導管閉塞検出を実施することができるデバイスの方法例の図で
ある。
【図３】本技術のいくつかの実施形態による、閉塞されていない呼吸治療導管から測定さ
れた２つの音波からのケプストラムデータのグラフである。
【図４】図３の２つの音波のケプストラムデータの差のグラフである。
【図５】本技術のいくつかの実施形態に従って決定された、閉塞のある場合及びない場合
の一般的な呼吸治療導管から取得された２つの音波のケプストラムデータのグラフである
。
【図６】図５の２つの音波からのケプストラムデータの差の大きさのグラフである。
【図７】本技術の導管の実施形態における音センサの実施形態の断面図である。
【図８】本技術の音センサを備えた呼吸治療導管カプラの実施形態の斜視図である。
【図９】気管内チューブが取り付けられた図８のカプラの実施形態の斜視図である。
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【図１０】流れ発生器供給導管もまた取り付けられた図９のカプラの実施形態の斜視図で
ある。
【図１１】本技術のいくつかの実施形態による閉塞を検出するように構成された呼吸治療
装置の構成要素例の図である。
【図１２】導管閉塞検出技術を含む本技術のコントローラアーキテクチャ例のブロック図
である。
【図１３】本発明の第１の好ましい実施形態の概略図である。
【図１４】第１の好ましい実施形態によるインパルス応答関数の一例を示すグラフである
。
【図１５】さまざまな流れ発生器速度でのさまざまなマスク例のさまざまなケプストラム
を示すさらなるグラフである。
【図１６】実施形態例で用いられるマスクの第１の例を示す図である。
【図１７】実施形態例で用いられるマスクの第１の例を示す図である。
【図１８】実施形態例で用いられるマスクの第１の例を示す図である。
【図１９】本技術のデバイスの特定のユーザを認証又は検出するシステム又は装置の構成
要素例を示す図である。
【図２０】本技術のデバイスのユーザ検出方法例の図である。
【図２１】共通のユーザから異なる時点で測定された２つの音波からの仮想ケプストラム
データのグラフである。
【図２２】図２１の２つの音波からのケプストラムデータの差のグラフである。
【図２３】２つの異なるユーザから取得された２つの音波からの仮想ケプストラムデータ
のグラフである。
【図２４】図２３の２つの音波からのケプストラムデータの差の大きさのグラフである。
【図２５】本技術のいくつかの実施形態による認証技術を用いて構成された呼吸治療装置
例の構成要素の図である。
【図２６】ユーザ検出技術を有する本技術のコントローラアーキテクチャ例のブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
（詳細な説明）
　本音響検出技術のいくつかの実施形態は、ケプストラム解析を実施することができる。
ケプストラムを、対数スペクトルの逆フーリエ変換か又はデシベルスペクトルの順フーリ
エ変換等とみなすことができる。演算は、本質的に、インパルス応答関数ＩＲＦとノイズ
源又は音源との畳み込みを加法演算に変換することができ、それにより、ノイズ源又は音
源を、解析のため、システムインパルス応答関数のデータを分離するように、より容易に
考慮するか又は除去することができる。ケプストラム解析の技法は、「The Cepstrum: A 
Guide to Processing」（Childers他、Proceedings of the IEEE, Vol. 65, No.10, Oct 
1977）と題する学術論文、及びRANDALL RB著、「Frequency Analysis」、（Copenhagen: 
Bruel & Kjaer, p.344（1977、改訂版1987））に詳細に記載されている。ケプストラム解
析について記載している他の文献も入手可能であり得る。
【００３４】
　こうした方法を、畳み込みの特性に関して理解することができる。ｆ及びｇの畳み込み
をｆ＊ｇと書くことができる。この演算は、２つの関数（ｆ及びｇ）の、一方が反転又は
シフトした後の積の積分とすることができる。したがって、それは以下のようにある種の
積分変換である。
【００３５】
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【数１】

【００３６】
　上記では符号ｔが使用されているが、それは、時間領域を表す必要はない。しかしなが
ら、その文脈では、畳み込み公式を、瞬間ｔにおける関数ｆ（τ）の重み付き平均として
説明することができ、ここで、重み付けは、単純に量ｔだけシフトしたｇ（－τ）によっ
て与えられる。ｔが変化すると、重み付け関数は、入力関数の異なる部分を強調する。
【００３７】
　より一般的には、ｆ及びｇがＲｄ上の複素数値関数である場合、それらの畳み込みを以
下の積分として定義することができる。
【００３８】

【数２】

【００３９】
　音響システム出力を、呼吸治療装置の導管を含むもの等、時不変線形システム（何らか
の人又はシステムの他の未知の部分を含むことができる）に対する入力に関連付けること
ができる数学モデルは、この畳み込みに基づくことができる。システムのマイクロフォン
で測定される出力を、時間（ｔ）の関数としてシステムインパルス応答関数（ＩＲＦ）で
「畳み込まれる」入力ノイズとみなすことができる。
【００４０】
【数３】

【００４１】
ここで、
　＊は畳み込み関数を示す。
　ｙ（ｔ）はマイクロフォンで測定される信号である。
　ｓ１（ｔ）は、呼吸治療装置の流れ発生器（「ＦＧ」）において又は該流れ発生器によ
って形成されたノイズ又は音等の音源又はノイズ源である。
　ｈ１（ｔ）は、ノイズ源又は音源からマイクロフォンまでのシステムＩＲＦである。
インパルス応答関数（ＩＲＦ）は、単位インパルス入力に対するシステム応答である。
【００４２】
　式１を、測定された音データのフーリエ変換（たとえば、離散フーリエ変換（「ＤＦＴ
」）又は高速フーリエ変換（「ＦＦＴ」））によって周波数領域に変換し、畳み込み定理
を考慮することにより、以下の式が生成される。
【００４３】

【数４】



(10) JP 5738201 B2 2015.6.17

10

20

30

40

50

【００４４】
ここで、
　Ｙ（ｆ）はｙ（ｔ）のフーリエ変換であり、
　Ｓ１（ｆ）はｓ１（ｔ）のフーリエ変換であり、
　Ｈ１（ｆ）はｈ１（ｔ）のフーリエ変換である。
こうした場合、時間領域における畳み込みは、周波数領域における乗算となる。
【００４５】
　乗算が加算に変換されるように、式２の対数を適用することができる。
【００４６】
【数５】

【００４７】
　そして、式３を、逆フーリエ変換（ＩＦＴ）（たとえば逆ＤＦＴ又は逆ＦＦＴ）によっ
て、再び時間領域に変換することができ、その結果、複素ケプストラム（Ｋ（τ））（こ
こでは複素スペクトルから開始することができるため複素数）、すなわち、スペクトルの
対数の逆フーリエ変換がもたらされる。
【００４８】

【数６】

【００４９】
　「τ」は、単位が秒で測定される、ケフレンシとして知られる実数値変数である。その
ため、時間領域において畳み込みである効果が、スペクトルの対数において加法となり、
ケプストラムにおいてもそのままであることが分かる。
【００５０】
　ケフレンシのデータ値を検査すること等、ケプストラム解析からのデータを考慮するこ
とにより、システムに関する情報を提供することができる。たとえば、システムに対する
ケプストラムデータの以前の又は既知のベースラインからシステムのケプストラムデータ
を比較することにより、差等の比較を用いて、システムの相違又は類似性を認識すること
ができ、次に、それを用いて、可変の関数又は目的に対して自動制御を実施することがで
きる。
【００５１】
　以下の実施形態例は、本明細書で説明するように、こうした解析方法を利用して、さま
ざまな目的に対して有用な種々の検出器を実施することができる。
【００５２】
Ａ．閉塞検出
　侵襲的に人工呼吸されている患者を、気管挿管によって人工呼吸デバイスを用いて治療
することができる。可撓性の気管内チューブが患者の気管内に挿入される。そして、チュ
ーブを、任意選択で機械式人工呼吸器とすることもできる呼吸治療装置に接続することが
できる。チューブは、人工呼吸器から肺に換気補助の流れを向けることにより、患者の人
工呼吸を可能にする。チューブは、患者の気道が、換気補助を送達するために開放したま
までありすなわち閉塞されていないままであることを確実にする。しかしながら、場合に
よっては、粘液等の生体物質が、チューブの内側に蓄積する可能性がある。こうした物質
が大量に存在することにより、チューブ内に余分な空気抵抗がもたらされる可能性がある
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【００５３】
　この物質によってもたらされる抵抗は、大きくなりすぎると、換気補助を妨げる可能性
がある。こうした場合、チューブを交換するか又は洗浄することができるように、患者か
ら抜管しなければならない。場合によっては、気管内カメラを利用して、チューブの内部
を検査し、チューブ内のあらゆる蓄積の進行を監視することができる。しかしながら、こ
れは容易な措置ではなく、こうしたカメラはコストがかかる可能性がある。
【００５４】
　したがって、本技術の実施形態は、気管内チューブ又は供給チューブ及びマスク等の呼
吸治療装置導管内の閉塞を検出する方法及びデバイスを含むことができる。図１に示すよ
うに、呼吸治療導管閉塞検出装置１０２を、音波測定及び解析により、導管内の粘液又は
他の生体物質等、閉塞（たとえば部分閉塞又はそれ以外）の存在を検出するように実施す
ることができる。こうした検出器装置は、通常、マイクロフォン等の音センサ１０４及び
検出コントローラ１０６を有する。
【００５５】
　通常の実施形態では、音センサ１０４は、検出コントローラ１０６によって解析するた
めに、呼吸治療導管１０８内を移動している音を測定する。たとえば、音は、音源が発生
した音の場合がある。音は、サーボ制御ブロワ等の流れ発生器１１０の動作によって生成
される振動又は音の場合がある。たとえば、流れ発生器は、任意の供給導管１１２を介し
て呼吸可能なガスの流れを呼吸治療導管１０８に供給している可能性がある。呼吸治療導
管１０８が患者の呼吸器系内にある場合、呼吸可能なガスは、それにより、患者に呼吸治
療を提供することができる。この測定された音は、呼吸治療導管内に閉塞（図１において
参照符号「Ｏ」によって示す）がある場合、該閉塞によって反射される音波を含む可能性
がある。
【００５６】
　音センサ１０４からの音信号を、検出コントローラ１０６に送信することができる。セ
ンサからの供給信号がデジタル形式でなく、コントローラがデジタルコントローラである
場合、任意のアナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換器／サンプラ（別個には示さず）を利用
することができる。センサからの信号に基づき、コントローラは、音信号を評価して、呼
吸治療導管内の閉塞の存在若しくは不在、閉塞の程度又は閉塞の位置等、閉塞データを決
定する。
【００５７】
　いくつかの実施形態では、検出コントローラ１０６は、本明細書においてより詳細に説
明するアルゴリズム等の特定の検出方法を実施するように構成されたプロセッサを含むこ
とができる。したがって、コントローラは、集積チップ、メモリ及び／又は他の制御命令
、データ若しくは情報記憶媒体を含むことができる。たとえば、こうした検出方法を含む
プログラムされた命令を、デバイスのメモリの集積チップにコード化することができる。
同時に又は代替的に、こうした命令を、適切なデータ記憶媒体を用いてソフトウェア又は
ファームウェアとしてロードすることもできる。こうしたコントローラ又はプロセッサに
より、デバイスを、音センサからの音データを検出し解析するように使用することができ
る。したがって、プロセッサは、本明細書においてより詳細に説明する実施形態において
記載したように閉塞の評価を制御することができる。
【００５８】
　呼吸治療導管閉塞検出装置１０２のコントローラ１０６のこうした方法又はアルゴリズ
ムの一例を、図２のフローチャートに示す。２２０において、音センサは、コントローラ
の制御下等において、呼吸治療導管内の流れ発生器の音を測定する。２２２において、音
センサからの音の測定量（measure：測定値）を、コントローラ又はそのプロセッサによ
って解析する。２２４において、コントローラ又はプロセッサは、解析に基づいて、呼吸
治療導管内の閉塞の存在又は不在を示す。
【００５９】
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　本技術のこうした実施形態では、システムの音響的な性質に関する複数の設計考慮事項
があり得る。患者の人工呼吸器回路は、構成要素の組合せ及び並べ換えに関して多くの異
なる変形を有することができる。各組合せは、異なる音響特性を有する可能性がある。こ
れらの組合せに対する１つの共通の構成要素は、気管内チューブ等の呼吸治療導管１０８
とすることもでき、それはその長さ「Ｌ」に沿った断面がおよそ一定であり（閉塞されて
いない場合）、患者が導管の患者側端部（図１において「ＰＥ」として示す）に位置し、
人工呼吸器回路（他のあり得る構成要素を含む）が流れ発生器側端部（図１において「Ｆ
ＧＥ」として示す）にある。導管（閉塞されていない場合）の音響特性は、その長さに沿
って広範囲の周波数に対し導波路として作用する、というものであり得る。したがって、
音響信号が気管内チューブを下って伝播する際、その伝播速度に関連する時間遅延以外に
音響信号に著しい変化はない可能性がある。
【００６０】
　考慮すべき別の要素は、流れ発生器又は人工呼吸器及び患者が共に、ランダムな周期定
常性の決定的なノイズの発生源となる可能性がある、ということであり得る。さらに、流
れが誘導するノイズは、システム内に流れがある構成要素（たとえば供給導管等）の構造
的設計の結果である可能性がある。
【００６１】
　したがって、本装置のいくつかの実施形態では、変化の検出は、導管が、閉塞されてい
なかった場合と比較して、その内壁上の物質の蓄積により次第に閉塞される際の、流れ発
生器動作中の導管（又は気管内チューブ）における音響反射に基づくことができる。チュ
ーブが清潔であるか又は新しい場合、チューブには閉塞はない可能性がある。こうしたシ
ステムにおける、音センサへの音源としての役割を果たす人工呼吸器回路の流れ発生器に
よって生成される音又はノイズのインパルス応答関数（「ＩＲＦ」）は、選択された時刻
ゼロにおけるデルタ関数と、時刻２Ｌ／ｃにおけるチューブの患者側端部ＰＥからの反射
とを含む（又は考慮する）ことができる。ここで、音の速度は「ｃ」で示され、導管又は
気管内チューブの長さは「Ｌ」である。その後、チューブが、その長さに沿って閉塞Ｏに
よって部分的に閉塞される場合、時刻２ｘ／ｃ（「ｘ」は音センサから閉塞までの距離で
ある）において、システムの別のＩＲＦが、閉塞からの新たな反射を含む可能性がある。
【００６２】
　導管又は気管内チューブからの反射のこうした変化を監視する１つの可能な方法は、音
センサからの信号のケプストラムの計算に基づくことができる。既知の清潔な導管からの
ケプストラムデータを、閉塞されている可能性のある導管からのケプストラムデータと比
較することにより、それらの間の差等の比較を、導管内の閉塞を特定する際に考慮するこ
とができる。たとえば、同じ設定（たとえば、圧力送達、速度及び／又は流れ等）で動作
している同じタイプの人工呼吸器回路又は流れ発生器等、両試験から共通のノイズ源が用
いられる場合、閉塞されていないチューブのケプストラムと閉塞されたチューブのケプス
トラムとの比較又は差を、差データの振幅又は大きさを考慮する等により、たとえば（ａ
）導管の閉塞の存在、（ｂ）導管内の閉塞の場所及び／又は（ｃ）閉塞の程度を示すよう
に実施することができる。
【００６３】
　インパルス応答関数（ＩＲＦ）は、単位インパルス入力に対するシステム応答である。
ここで、（マイクロフォン応答に対する音源として流れ発生器からの）ＩＲＦのいくつか
の要素について説明する。導管が、流れ発生器によって生成される音に対する導波路とし
て作用する場合。音が放出され、第１の信号（図１において「Ａ１」として示す）を形成
する。音又は第１の信号は、導管を下って又は導管に沿って端部又は閉塞まで移動し、反
射されて導管に沿って戻る。反射音を、第２の信号Ａ２（図１において「Ａ２」として示
す）とみなすことができる。上述したように、導管応答の特徴は、音が、システムの一端
から反対側の端部まで移動するのに必要な時間である。この遅延は、導管の一端に配置さ
れた音センサが、流れ発生器から来る第１の信号を受信し、その後しばらくして、反射さ
れた第２の信号Ａ２として、導管（及び導管が患者内に挿管されている場合は、人間の呼
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吸器系のように、取り付けられている他の任意のシステムでもあり得る）によってフィル
タリングされた同じ音を受信することを意味することができる。これは、導管からの反射
に関連するＩＲＦの部分が遅延の後に現れることを意味することができる。遅延を、音が
音源から患者側端部まで又は導管の閉塞まで移動し、反射され、再び戻るのにかかる時間
におよそ等しいものとみなすことができる。
【００６４】
　システムに損失が発生しやすい場合、導管の長さを考慮すると、流れ発生器における応
答に関連するＩＲＦの部分は、反射応答が開始する時までにわずかな量まで減衰する。こ
れが発生すると、閉塞による応答を、システムＩＲＦにおいて流れ発生器応答から完全に
分離することができる。
【００６５】
　たとえば、発生したノイズ又はノイズ源を、音センサの測定の期間中に一定速度で動作
している流れ発生器によって生成することができる。このノイズを、「周期定常性」とし
て説明することができる。すなわち、それは、定常ランダムであり、かつその統計では周
期的である。これは、いかなる時点においても、システム出力が入力信号及びシステム応
答の以前のすべての値の関数であるため、ノイズ源及びシステム応答が、すべての測定時
刻にわたって「不鮮明になる（smeared）」可能性があることを意味する。
【００６６】
　いくつかの実施形態において、音のこの畳み込み混合（convolutive mixture）から閉
塞反射を分離するあり得る方法及びシステムを、式１、式２、式３及び式４に関して上述
した演算に従って行うことができる。
【００６７】
　白色ノイズ（平坦なスペクトルを有する信号）のケプストラムはケプストラムの開始時
にのみ現れるように短いが、すでに示したように、閉塞反射を含むシステムＩＲＦの部分
がチューブによってもたらされる時間遅延の後に現れるという事実により、閉塞反射の分
離を支援することができる。これは、流れ発生器ノイズが十分に白色である場合に、流れ
発生器のノイズ及び応答の両方から、閉塞反射応答が分離されることを意味することがで
きる。
【００６８】
　したがって、いくつかの実施形態では、流れ発生器の動作の連続音を、連続音の間の任
意の時点を音インパルスであると考慮することにより、システムに対する音インパルス（
ｓ１（ｔ））とみなすことができる。こうした場合、音発生器は、相対的な音の増大の前
後に無音又は音の低減した期間を生成して実際の瞬間的な音インパルスを生成する必要が
ない。しかしながら、いくつかの実施形態では、こうした瞬間的な音インパルスを、低速
又は速度なしに続き、瞬間的な高速、次いで低速又は速度なしに戻るように設定すること
等による、流れ発生器又は音源に対する制御信号の変調により発生させることができる。
瞬間的な音インパルスを実施する他の方法もまた実施することができる。たとえば、スピ
ーカを用いて、音響的な音パルス又はチャープを発生させることもできる。こうした音パ
ルスは、さらには、広域スペクトルインパルスとすることもできる。
【００６９】
　図３～図６は、上述したようなケプストラム方法に基づいて閉塞の存在を検出するため
のマイクロフォンからの音データの解析を例示するグラフを示す。図３では、２つの別個
の音測定試験からのデータを共通軸にプロットしている。音が患者側端部まで導管を通り
抜けかつマイクロフォンまで戻ることができる十分な時間が経過するまで、選択されたか
又は制御された時刻ゼロからマイクロフォン信号のサンプルを収集又は記録することがで
きるように、音を測定することができる。図３に示す両方の場合では、測定プロセスが施
される導管は閉塞されていなかった。各試験においてマイクロフォンからの測定サンプル
又は音データに対して、上述した式１、式２、式３及び式４によって説明した演算を施し
、その後、プロットした。図４では、２つのプロットのデータからの差又は差の大きさで
ある。こうした差又は大きさを、２つの試験の音データ間の差の絶対値として、サンプル
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毎に任意選択で決定することができる。有意なサンプルのないおよそ平坦なラインを、導
管に沿って閉塞のないことを表すものとみなすことができる。
【００７０】
　図５では、２つの別個の音測定試験からのデータがこの場合もまた共通軸にプロットさ
れている。一方の場合、測定プロセスが施される導管は閉塞されておらず、他方の場合、
測定プロセスの導管は閉塞されていた。各試験においてマイクロフォンからの音データに
対し、上述した式１、式２、式３及び式４によって説明した演算を施し、その後プロット
した。図６では、その後、サンプル単位に、２つのプロットのデータからの差又は差の大
きさを決定し、プロットした。１つ又は複数のサンプルに幾分かの有意な差（たとえば、
プロットに沿った或る点における閾値を超えた１つ又は複数の値）が存在する場合、それ
は、導管に沿って１つ又は複数の閉塞が存在することを表すことができる。こうした決定
を、差データのサンプルをスキャンし評価することによって行うことができる。さらに、
データのプロットに沿った特定の差の点の値の大きさは、閉塞の程度を表すことができる
。またさらに、プロットに沿った点の位置を、ケプストラムデータが以下のように秒の関
数であるならば、導管に沿った閉塞の位置として評価することができる。
　　音センサからの長さ＝（Ｔｓ×Ｃ）／２
ここで、
　Ｔｓは有意なサンプルの秒での時間位置であり、
　Ｃは音の速度である。
この計算は、マイクロフォンから試験されている導管又は気管内チューブの人工呼吸器側
端部までの距離を考慮するように調整することができることが理解されよう。
【００７１】
　こうした方法を行うように構成された装置では、装置により、既知の閉塞されていない
チューブを用いて、それが患者に最初に使用される前か又は最初に使用されるときに装置
に最初に接続されるときに、任意選択で事前測定プロセスを行うことができる。代替的に
、こうしたプロセスからのデータを、標準的な機器構成及び動作設定に基づいて事前に格
納することができる。そして、事前に格納されているデータを、装置のユーザが、新たな
試験データと比較するために選択することができる。そして、装置による患者の治療中に
、事前測定プロセスと共通の人工呼吸器動作設定で、後続する試験を行うとき、後続する
試験データを以前のデータと比較するために使用して、閉塞を検出し関連する閉塞情報を
生成することができる。
【００７２】
　図３～図６に示すもののような単純なグラフを、本装置により、閉塞情報を示すように
生成することができるが、いくつかの実施形態では、閉塞情報のより詳細な報告を、検出
装置の表示デバイスに出力するか、又は他の装置（たとえばコンピュータ又は呼吸治療装
置）に表示するために別の装置に電子的に転送することができる。たとえば、報告は、（
１）気管内チューブに閉塞が存在するか否か、（２）気管内チューブのマイクロフォン、
人工呼吸器側端部及び／又は患者側端部のいずれかからの距離を単位にして、閉塞がどこ
に位置するか、（３）閉塞によって閉鎖されているか又は依然として開放されたままであ
る断面のパーセンテージ又は他の測定量等、閉塞の程度、を特定する情報を含むことがで
きる。検出器は、さらに、実質的な閉塞が検出されたときに警告メッセージ及び／又は警
報をトリガーすることができ、それにより、使用中の現気管内チューブの交換又は清掃の
必要を推奨又は警告することができる。したがって、こうした装置のコントローラは、任
意選択で、１つ又は複数の警告灯（たとえば、１つ又は複数の発光ダイオード）等の表示
デバイスを有することができる。表示デバイスを、ＬＣＤ等の表示画面として実施するこ
とも可能である。事前測定プロセスを開始するため、事前測定されたチューブデータを選
択するため、閉塞測定プロセスを開始するため等、検出器の起動を、検出装置のコントロ
ーラ又はプロセッサを動作させる入力スイッチ等のユーザインターフェースと連動して実
行することができる。
【００７３】
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　本技術のいくつかの実施形態では、音センサを、呼吸治療装置導管（たとえば気管内チ
ューブ又は人工呼吸器供給導管）と一体化するか、又は導管間の導管カプラの一部として
実施することができる。たとえば、図７及び図８に示すように、マイクロフォンを実施す
ることができる。図７は、導管又はカプラに組み込まれた音センサの断面図を示す。この
例では、マイクロフォン７７２は、壁７７０内に形成されているマイクロフォンチャンバ
７７４内に取り付けられている。チャンバは、導管の内部ガス流路からの音の取込みを容
易にする。実施形態では、壁７７０は、導管又はカプラの流路内のガス流用のバリアとし
ての役割を果たすことができる。任意選択で、音伝導膜等のチャンババリアは、導管のガ
ス流路と音センサとを分離することができる。こうしたバリアは、マイクロフォンを保護
する役割を果たすことができる。図７にさらに示すように、壁はまた、マイクロフォンチ
ャンバを周囲圧力と等しくすることができるように適合された通気孔７７８を有すること
も可能である。任意選択で、導管の流路は、図７に示す円錐形断面で示されているもの等
、ベベル７８０面を有することができる。こうした面は、導波路として用いられる際に導
管の音響特性を向上させることができる。
【００７４】
　図８、図９及び図１０は、気管内チューブ用の上述したような導管カプラ８００の例を
示す。カプラ８００は、気管内チューブ取付端部８８２及び人工呼吸器供給チューブ取付
端部８８４を有している。この実施形態では、両端部は、人工呼吸器供給チューブ若しく
は気管内チューブ、又はそれらチューブ用の適切なアダプタと接続するように寸法が決め
られている。たとえば、チューブを、カプラ及び／又はアダプタに締まり嵌めにより接続
された状態で保持することができる。図７に関して上述したように、音センサ８７２を、
任意選択で、カプラ内に組み込むか又は取り付けることができる。図９では、カプラ８０
０は、任意選択で、アダプタ９９２を介して気管内チューブ９９０に接続されている。こ
うしたアダプタは、ガス及び音がカプラとチューブとの間で移動するのを可能にするガス
流路を有している。図１０では、カプラ８００は、人工呼吸器供給チューブ１０９４に接
続されている。
【００７５】
　図１の実施形態に関連して、閉塞検出装置１０２は、呼吸治療装置で使用されるが構造
的に独立している検出器としての役割を果たすことができる。こうした実施形態では、試
験に使用される流れ発生器の共通の動作設定を、臨床医が手動で設定することができる。
しかしながら、いくつかの実施形態では、図１１に示す実施形態のように、閉塞検出装置
１１０２を、呼吸治療装置に組み込むか又はその構成要素とすることができる。こうした
デバイスでは、流れ発生器を介して圧力の送達又は患者の換気治療を制御するコントロー
ラ１１０６は、チューブ閉塞検出コントローラとしての役割を果たすことも可能である。
こうした実施形態では、音センサ１１０４を、気管内チューブ１１０８の閉塞の音響測定
のために呼吸治療装置のコントローラ１１０６に直接結合することができる。こうしたデ
バイスは、ブロワ１１１０が発生する圧力を測定し、圧力の測定値を示す圧力信号ｐ（ｔ
）を生成する圧力トランスデューサ等、圧力センサを有することができる。それはまた、
任意選択で、流れセンサを有することも可能である。流れ信号ｆ（ｔ）及び圧力信号ｐ（
ｔ）に基づき、プロセッサを有するコントローラ１１０６は、ブロワ制御信号を生成する
ことができる。
【００７６】
　たとえば、コントローラは、所望の圧力設定値を生成し、設定値を圧力センサの測定状
態と比較することにより、その設定値を満たすようにブロワをサーボ制御することができ
る。したがって、コントローラ４０４は、ブロワ１０２により患者インターフェースに送
達される圧力に対して制御された変更を行うことができる。任意選択で、それは、ブロワ
を特定のＲＰＭ設定に制御するように速度センサを有することができる。これに関して、
自動化された呼吸治療に加えて、本装置の閉塞測定プロセスを、上述したように音響測定
中にブロワの特定の設定を直接制御するように自動化することができる。このように、そ
れは、チューブ閉塞試験中に共通の動作設定を維持することができる。
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【００７７】
　導管閉塞検出コントローラ１２０６用のアーキテクチャ例を、図１２のブロック図に示
す。図において、コントローラを、１つ又は複数のプログラム可能なプロセッサ１２０８
によって実装することができる。本デバイスはまた、上述したようなユーザインターフェ
ース又は表示デバイス等に対するデータ（たとえば、検出された導管閉塞情報等）を、モ
ニタ、ＬＣＤパネル、タッチスクリーン等のディスプレイに出力するディスプレイインタ
ーフェース１２１０を有することができる。上述したように、かつデータを入力するか又
は他の方法で本明細書に記載する方法を起動するか又は動作させるために、たとえば、キ
ーボード、タッチパネル、制御ボタン、マウス等のためのユーザ制御／入力インターフェ
ース１２１２も含めることができる。本デバイスはまた、プログラミング命令、設定デー
タ、音データ、マイクロフォン音サンプル、音響測定データ、閉塞情報等のデータを送受
信する、センサ又はバス等のデータインターフェース１２１４も有することができる。
【００７８】
　コントローラはまた、上述した方法の制御命令及びデータを含むメモリ／データ記憶コ
ンポーネント１２２０を有している。たとえば、１２２２において、それらは、測定、フ
ィルタリング、ＦＦＴ、対数、位置決定、程度決定、差決定等、音信号処理及びチューブ
閉塞情報検出用の格納されたプロセッサ制御命令を含むことができる。１２２４において
、これらはまた、フィードバック処理及び測定プロセス設定調整等に基づく呼吸治療制御
等、流れ発生器制御用の格納されたプロセッサ制御命令も含むことができる。最後に、そ
れらはまた、１１２６において、音測定、検出された閉塞、位置データ、程度データ、閉
塞されていないチューブに対する事前測定値、報告及びグラフ等、本方法のための格納さ
れたデータを含むこともできる。
【００７９】
　いくつかの実施形態では、上述した方法を制御するためのプロセッサ制御命令及びデー
タを、汎用コンピュータが使用するためにソフトウェアとしてコンピュータ可読記録媒体
に含めることができ、それにより、汎用コンピュータは、そのソフトウェアを汎用コンピ
ュータにロードすると、本明細書で述べる方法の任意のものに従って専用コンピュータと
しての役割を果たすことができる。
【００８０】
　いくつかの実施形態において、導管閉塞検出技術について説明したが、これらの実施形
態は、本技術を単に例示するものであることが理解されるべきである。さらなる変更を本
明細書の趣旨及び範囲内で考案することができる。
【００８１】
　たとえば、本技術により、組み込まれた閉塞測定及び報告デバイスを企図しているが、
本デバイスの構成要素の方法を、システムの複数の構成要素にわたって共有することがで
きる。たとえば、測定デバイスは、単に測定プロセスを行うことにより、導管の音響デー
タを決定し、そのデータを別の処理システムに転送することができる。そして、第２の処
理システムが、そのデータを解析し、上述したように閉塞情報を決定することができる。
そして、第２の処理システムが、上述したメッセージのうちの１つ又は複数を、たとえば
電子形式で測定装置又は他の表示装置に戻すように送信すること等によって、本明細書に
記載するように閉塞を示すことにより、臨床医又は医師に警告することができる。
【００８２】
　同様に、本技術は、導管閉塞を検出するために単一のマイクロフォンのみからのデータ
を実施することができることを企図しているが、本技術のいくつかの実施形態では、追加
のマイクロフォンを実施することができる。さらに、本技術は、音インパルスとしての役
割を果たすシステムのノイズ又は音が、１つ又は複数の選択されたブロワ設定で動作して
いる流れ発生器によって発生する音である実施形態を企図しているが、いくつかの実施形
態では、導管内で音センサによって記録される音インパルスを生成するために、スピーカ
又はホーンドライバを実施することができる。さらに、いくつかの実施形態を、既知の閉
塞されていないチューブからのケプストラムデータを閉塞されたチューブのケプストラム
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データと比較するように実施しているが、閉塞の程度が変化するチューブ間で追加の比較
を行うことにより、閉塞の変化する性質を追跡しユーザに示すことができるようにするこ
とも可能である。
【００８３】
　いくつかの実施形態では、本技術を、閉鎖又は部分閉鎖（たとえば、閉塞性無呼吸に関
連する狭窄）等、患者の呼吸器系の呼吸通路の閉塞の存在を検出するように実施すること
も可能である。たとえば、上述したようなケプストラム解析及びマイクロフォンからの距
離の決定に基づき、ケプストラム差データにおける有意な値の検出が、任意の呼吸治療導
管、気管内チューブ又はマスクの長さを超えた閉塞又は部分閉塞を示すことができる。こ
うした場合、データを、患者の呼吸通路の閉塞を示すものとみなすことができる。こうし
た実施形態では、音が呼吸装置の導管又はマスクの端部を超えたところから反射するのに
十分なデータを収集するように、或る期間の音データを記録することができる。上述した
ケプストラム解析及び差計算を行うことにより、デバイスは、患者の閉塞を（治療導管閉
塞に加えて又はその代りとして）示すことができる。装置導管の既知の端部を超える距離
に関連する、ケプストラム差データにおける１つ又は複数の有意な値に基づき、閉塞の程
度（たとえば増大又は低減）、閉塞の存在若しくは不在、及び／又は閉塞の位置を、呼吸
治療導管の閉塞に関して上述したものと同様に、検出装置によって表示するか又はそうで
ない場合出力することができる。こうしたデバイスでは、呼吸装置及び患者呼吸器系が閉
塞されていないか又はそうでない場合それほど閉塞されていないことが既知となると、シ
ステムに対してケプストラムデータを決定するように事前測定プロセスを実施することが
でき、それにより、試験データの後の解析を比較することによって閉塞の変化（たとえば
増大又は低減）を示すことができる。
【００８４】
　患者の呼吸器系の音響反射データのこうした解析は、概して、閉塞又は部分閉塞の存在
又は不在の検出に加えて、患者の呼吸器系の状態を検出する試験としての役割を果たすこ
とができる。たとえば、音響反射データを解析することにより、肺の状態を検出しかつ／
又は肺の状態の変化を監視することができる。たとえば、装置を、数日間にわたり（たと
えば１日に１回）肺からの音響反射を測定し、その後、各々からのデータを比較して変化
を検出するように構成することができる。変化は、呼吸状態における改善又は悪化を示す
ことができる。さらに、それを、いくつかの呼吸関連状態に関連する、実験的に収集され
格納された反射データを表すテンプレートと比較することもできる。
【００８５】
　特に重要な反射データが患者の呼吸器系におけるものであるいくつかの実施形態では、
患者インタフェース（たとえばチューブ又はマスク）の音響応答を、マスク又は導管から
反射がもたらされる可能性を低減するように行うことができる。このように、反射データ
は、より容易に患者の呼吸状態に帰される可能性がある。
【００８６】
　さらなる実施形態では、反射データを解析して、肺インピーダンス、鼻腔計測法、加湿
器が必要か否か、浮腫を介する心不全、及び患者の気道抵抗における他の上昇等、肺又は
患者の特徴を検出することができる。
【００８７】
　いくつかの実施形態では、周波数領域を処理することにより、特定の状態又はシステム
付属品を検出する際に重要なデータを隔離し又は強調することができる。たとえば、プロ
セスは、特定の周波数に関するフィルタリング（たとえば、ローパス、ハイパス、バンド
パス等）を含むことができる。これに関して、対象の検出に特に関連しない周波数を排除
するためにスペクトル成分をフィルタリング除去する等、或る特定のスペクトル成分を含
めるか又は排除することが有用な場合がある。たとえば、鼾（いびき）のような音又は漏
音に関連する周波数をフィルタリング除去することにより、マスク検出又は他の患者状態
検出に役立つことができる。これに関して、マスク形状に関する情報を、通常、より高い
周波数信号成分に含めることができ、一方で、漏れ及び鼾に関する情報、及び場合によっ
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ては肺パラメータを、信号のより低い周波数成分により容易に見ることができる。さらな
る例として、プロセスは、サンプルレート及び記録長等の音サンプリングパラメータを、
対象の特定の検出の応用に適するように調整することができる。たとえば、患者の鼾状態
（通常、比較的低い周波数からなる）に関する情報を検出するために、より長い期間の間
に音データの記録又は取込みを実施することが有利である場合があり、同時に、サンプリ
ングレートを低下させることができる。こうした場合、流れ発生器のモータ又はインペラ
に関連する特定の周波数をさらにフィルタリング除去することが有用であり得る。
【００８８】
Ｂ．付属品検出
　上述したように、患者に呼吸可能なガスを送達する装置は、通常、流れ発生器、空気送
達導管及び患者インターフェースを有している。所与の流れ発生器で、種々の異なる形態
の患者インターフェース、たとえば鼻枕（nasal pillow）、鼻マスク、鼻及び口用マスク
、フルフェースマスクを用いることができる。さらに、種々の形態の空気送達導管を用い
ることができる。患者インターフェースに提供される治療の制御を改善するために、マス
ク内の圧力及び通気孔の流れ等、治療パラメータを測定し推定することが有利であり得る
。治療圧力の推定を用いるシステムでは、厳密に臨床医がいずれのマスクを使用している
かを知ることで、治療の質を向上させることができる。たとえば、既知の流れ発生器は、
患者が、使用されている周辺構成要素のタイプを、たとえばブランド、送達方法等により
選択することができるようにする、メニューシステムを有している。構成要素が臨床医に
よって選択されると、流れ発生器は、選択された構成要素と最もよく協調する流れ発生器
の適切な動作パラメータを選択することができる。
【００８９】
　本技術は、特定の構成要素を識別又は特定するために音響検出に基づき、流れ発生器と
周辺構成要素との協調を容易にするように、既知の装置に対する改善を提供することがで
きる。
【００９０】
　本技術の第１の実施形態は、患者インターフェースデバイスを識別する、デバイス、シ
ステム、識別子及び／又は方法を含む。患者インターフェースデバイスは、持続的気道陽
圧システム（「ＣＰＡＰ」）又は同様のシステム等の呼吸治療装置で使用されるマスク及
び管とすることができる。この実施形態は、こうした装置又はＣＰＡＰデバイスに接続さ
れた管の長さと共に、管に接続されたマスクのモデルを検出し識別することができる。本
技術はまた、患者が識別時にマスク部分を装着しているか否かに関らず、マスク及び管を
識別することもできる。
【００９１】
　本技術は、マイクロフォン又は他の同様のセンサにより、流れ発生器（本明細書では「
ＦＧ」と呼ぶ）の近くで、近接して又はその流れ発生器で検知される音響信号の解析を実
施することができる。しかしながら、マイクロフォンの代りに圧力センサ又は流れセンサ
を用いることも可能である。
【００９２】
　この技術は、限定されないがモータ又はブロワのノイズを含む、他のシステムノイズ及
び応答から音響マスク反射の応答を分離するのを可能にする、提案される解析方法を含む
。これにより、種々のマスクの音響反射間の相違（通常、マスクの形状、構造及び材料に
より決まる）を識別するのを可能にすることができ、ユーザ又は患者の介入なしに種々の
マスクの識別を可能にすることができる。
【００９３】
　マスクを検出し識別する方法例は、測定された音響反射応答を、既知のマスクに対する
以前に測定された反射応答の事前定義された又は所定のデータベースと比較するというも
のであり得る。任意選択で、適切な類似性を決定するために何らかの基準が設定される。
一実施形態例では、比較を、ケプストラム解析から決定されたケフレンシデータによって
表されるもの等、測定された反射応答と格納された反射応答との相互相関における単一の



(19) JP 5738201 B2 2015.6.17

10

20

30

40

50

最大データピークに基づいて完了することができる。しかしながら、これを、いくつかの
データピークにわたり又は交互に比較することによって改善してもよく、その場合、比較
は波の特徴の抽出された一意のセットにおいて完了する。
【００９４】
　代替的に、同じ測定システム又は方法を用いて、ＦＧから受け取られている音とマスク
からのその反射との間の遅延を見つけることにより、チューブ又は導管の長さを決定する
こともできる。すなわち、遅延はチューブの長さに比例する可能性がある。さらに、管の
直径の変化は、出力された波形の振幅を増大させるか又は低減させる可能性があり、した
がって、検出可能かつ識別可能でもあり得る。こうした評価を、現反射データを以前の反
射データと比較することによって行うことができる。直径の変化を、波形（すなわち反射
データ）からの振幅の変化の比例とみなすことができる。
【００９５】
　図１３は、本技術のさらなる実施形態の例の概略図を示す。ＦＧの送達管に、空気路に
おける音圧を記録する小型のマイクロフォンを取り付けることができる。マイクロフォン
を、ノイズ又は音をより受け取るように空気路に直接露出させてもよく、又は可撓性の膜
材料の薄層の後方に封入することもできる。この膜は、マイクロフォンを熱及び／又は湿
気から保護するように機能することができる。
【００９６】
　この実施形態例では、図１３に示すように、チューブ又は管１３－１は、ＦＧ１３－４
によって生成される音に対する導波路として有効に作用する。この実施形態では、音は、
ＦＧ１３－４から放出され、第１の信号を形成する。音信号すなわち第１の信号は、管１
３－１内の空気路を下って又はそれに沿ってマスク１３－２まで移動し、ガス又は空気路
（管及び／又はマスクを含む可能性がある）における特徴により管１３－１に沿って反射
され、反射された第２の信号と呼ばれる。チューブ応答の重要な特徴は、音がシステムの
一端から反対側の端部まで移動するために必要な時間である。この遅延は、チューブ１３
－１の一端に配置されたマイクロフォン１３－５が、ＦＧ１３－４から来る第１の信号を
受信し、そのしばらくの後に、チューブ１３－１によってフィルタリングされ（反射され
た第２の信号）、マスク１３－２（マスクが患者に取り付けられている場合は、人間の呼
吸器系のような、取り付けられている他の任意のシステムである可能性もある）によって
反射されかつフィルタリングされた同じ信号を受信することを意味することができる。こ
れは、チューブ１３－１の端部からの反射に関連するＩＲＦの部分が遅延後に現れること
を意味することができる。遅延は、音が音源からチューブの端部まで移動し、反射され、
再び戻るのにかかる時間に等しい可能性がある。
【００９７】
　システムＩＲＦの別の特徴は、システムに損失が発生しやすいため、チューブが十分に
長ければ、ＦＧにおける応答に関連するＩＲＦの部分がマスクの反射応答が開始するとき
までわずかな量に減衰する、ということである。これが当てはまる場合、マスク応答を、
システムＩＲＦにおいてＦＧ応答から完全に分離することができる。一例として、図１４
は、１つのこうしたシステムＩＲＦの音測定値を示す。当然ながら、実際には、不完全な
インパルスを用いてシステムが励起されるが、それでもなお、マスク反射はＦＧ応答から
十分に分離されて現れることを示す。
【００９８】
　概して、ＩＲＦにおいてマスク反射が現れる時刻は、２Ｌ／ｃに、音源とマイクロフォ
ンとの間の任意のさらなる遅延を足したものであるはずである（ここで、「Ｌ」はチュー
ブの長さであり、「ｃ」はチューブにおける音の速度である）。実施の目的で、概して、
追加の遅延を無視することができ、時刻ゼロを、マイクロフォンが最初にインパルスに応
答するときに近似することができる。これにより、概して、マスク反射が、２Ｌ／ｃによ
って特定される時刻に発生することが可能となり得る。したがって、マスク反射の時刻に
関連するデータを、このデータを既知のマスク応答データと比較することにより、いずれ
のマスクが流れ発生器に接続されているかの識別において評価することができる。
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【００９９】
　図１４に示すＩＲＦの例は、流れ発生器のモータ／ブロワを含むノイズであり得るイン
パルスによって励起されるシステム例を示した。代替的に、それは、スピーカからの持続
時間の短い音インパルスとすることもできる。この実施形態の方法では、装置は、反射さ
れたノイズ又は音信号（たとえば、マスク又は導管から反射されたノイズ）を、他のシス
テムアーチファクト（限定されないがＦＧからの反射を含む）から分離し、それを、測定
された音信号の解析により（たとえば、上述した式１、式２、式３及び式４に関連するケ
プストラム解析からの音信号又はケフレンシデータのいずれかのデータの位置及び振幅の
検査により）実施することができる。
【０１００】
　しかしながら、発生するノイズは、一過性であるか、又は定常ランダムである可能性が
ある。後者の場合、反射応答をシステムアーチファクトから識別することがより困難とな
る可能性がある。しかしながら、本技術は依然として、インパルスのタイプにも関らずＩ
ＲＦを解決する役割を果たすことができる。
【０１０１】
　したがって、いくつかの実施形態では、発生するノイズ又はノイズ源を、上述したよう
に不鮮明な周期定常性ノイズを生成するように、一定の速度で動作している流れ発生器Ｆ
Ｇによって生成することができる。したがって、ケプストラム解析方法を、この畳み込み
混合からマスク反射を分離するように実施することができる。しかしながら、付属品識別
システムは、ノイズ及び応答を分離することなくマスク（及び／又は管）を決定し識別す
ることができる可能性がある。
【０１０２】
　図１５は、３つの異なるマスクで使用された、図１３のシステム等、流れ発生器ＦＧシ
ステムの測定値からのさまざまなケプストラム例を示す。この例におけるそれぞれのマス
ク各々を、流れ発生器の２つの異なる動作速度、すなわち１０ｋｒｐｍ及び１５ｋｒｐｍ
で試験した。例ではこれらの速度を用いたが、特に、発生するノイズ及び反射がマイクロ
フォンによって検出可能である場合、本方法を他の速度を用いて実施することもできる。
【０１０３】
　図において、マスク反射は、１２ミリ秒（１２ｍｓ）の辺りで開始して、すべての場合
において明確に見ることができる。この時間位置は、本システム例において、２メートル
チューブが使用され、音の速度が３４３ｍ／ｓであるため、予測される場所である。図１
５において、グラフは、上から下へ以下の順序で識別可能なマスクからの結果を示す。
　・１０ｋｒｐｍで流れ発生器ＦＧを用いるＵｌｔｒａ　Ｍｉｒａｇｅ（商標）（図１８
に示す）
　・１５ｋｒｐｍで流れ発生器ＦＧを用いるＵｌｔｒａ　Ｍｉｒａｇｅ（商標）
　・１０ｋｒｐｍで流れ発生器ＦＧを用いるＭｉｒａｇｅ　Ｑｕａｔｔｒｏ（商標）（図
１７に示す）
　・１５ｋｒｐｍで流れ発生器ＦＧを用いるＭｉｒａｇｅ　Ｑｕａｔｔｒｏ（商標）
　・１０ｋｒｐｍで流れ発生器ＦＧを用いるＳｗｉｆｔ　ＩＩ（商標）（図１６に示す）
　・１５ｋｒｐｍで流れ発生器ＦＧを用いるＳｗｉｆｔ　ＩＩ（商標）。
【０１０４】
　管全長を延長することにより、マスクからの反射を受け取る遅延の相当の増大も達成す
ることができる。図１５と比較した場合の遅延の増大は、管長の近似値をもたらす上述し
た計算に従う。
【０１０５】
　本技術の実施形態では、その後、図１５のグラフの中心に示すもの等のマスク及び／又
はチューブの反射に関連するデータを、メモリ又はマスク反射データベースに含まれるも
の等の以前に識別されたマスク（及び／又はチューブ）の反射からの同様のデータと比較
することができる。
【０１０６】
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　たとえば、試験されたマスクの「音響シグネチャ」を、ノイズを含む測定値から分離し
、識別し、フィルタリングすることができる。この音響反射データを、装置のデータテン
プレートとして格納されている既知のマスクからの以前の又は所定の音響反射データのも
のと比較することができる。これを行う１つの方法は、現測定値と、すべての既知のマス
ク又はデータテンプレートに対する以前に取得された測定値との相互相関を計算するとい
うものである。最高ピークを有する相互相関が正しいマスクに対応し、かつ時間軸のピー
クの場所がチューブの長さに比例する可能性が高い。
【０１０７】
　しかしながら、相関の点がより多いことによっても、本実施形態の検出ステップ及び識
別ステップの精度が上昇する可能性がある。したがって、さらなるデータ点を利用するこ
とができる。任意選択で、試験データ及び既知のデータセットを用いる最小二乗アルゴリ
ズムを、マスク／患者インターフェース決定において実施することができる。またさらに
、いくつかの実施形態では、さらなる特徴抽出及び認識技法を利用することができ、それ
は、人工知能法に基づくことができる。
【０１０８】
　以前の実施形態のように、説明した方法又は信号処理を、上述したようにファームウェ
ア、ハードウェア及び／又はソフトウェア等を用いて、コントローラ又はプロセッサによ
って実施することができる。こうしたコントローラは、患者インターフェース（この１つ
の実施形態では、マスク、管又はそれらの組合せである）を検出しかつ／又は識別するこ
とができる。そして、患者インターフェースの存在又は識別に関連するこの識別情報又は
データを、コントローラにより、さらなるコントローラ、プロセッサ、システム又はコン
ピュータに中継するか、又は使用することができる。そして、情報を、呼吸治療装置によ
る治療の提供時に流れ発生器を制御するように治療又は他の設定を調整する際に利用する
ことができる。
【０１０９】
　たとえば上述した技術を、ＣＰＡＰ装置等の呼吸治療装置のコントローラの一部として
実施することができる。こうした実施態様は、ＣＰＡＰ装置のユーザ又は臨床医が、特定
の患者インターフェース又はマスクで使用するように装置の設定を手動で入力するか又は
調整する必要を軽減するのに役立つことができる。したがって、本技術のいくつかの実施
形態により、こうしたシステムが、自動的に識別された患者インターフェース又はマスク
の構造に従って設定が調整されて、装置を自動的に設定することができるため、ＣＰＡＰ
装置にユーザ入力又はセットアップが必要とされることなく、ユーザがマスクを変更する
ことをさらに可能とすることができる。
【０１１０】
　さらに、いくつかの実施形態では、特定の患者インターフェースの識別又は存在に関連
する情報を、インターネット又は何らかの電子手段を介して製造業者、医者又は臨床医に
選択的に送出し又は送信することができ、それにより、その情報を用いて、ユーザ又は患
者が患者インターフェースのトラブルに対応するのを支援することができる。たとえば、
こうしたデータを、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）及び／又はＷｉ－ｆｉ（商標）等の無線
インターフェースシステムによって送信することができる。
【０１１１】
　代替的に、本技術のいくつかの実施形態では、コントローラを利用して、たとえば試験
反射データ又はケプストラムデータを、患者使用中に取得される既知の反射データ又はケ
プストラムと比較することにより、音響反射の性質に基づいて、患者が現在患者インター
フェースを装着しているか否かを検出することができる。同様に、本技術を、患者インタ
ーフェースに、システムにおける漏れ及び／又は欠陥（kink）を含む技術的問題があるか
否かを決定するように実施することができる。これは、現試験反射データ又はケプストラ
ムデータを、患者インターフェースが適切な正常運転状態にあり適切に患者に装着されて
いる（たとえば漏れなしである）間に取得された既知の反射データ又はケプストラムデー
タと比較することにより、検出することもできる。
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【０１１２】
　いくつかの実施形態では、反射試験／測定中に、上述した速度からより高い速度を実施
することができる。たとえば、管又は導管によっては、ノイズを低減することができる特
性を有する材料を使用する。こうしたシステムでは、システムの音響損失が実際には変動
する可能性がある。測定信号によって検出されるように損失が増大する場合（たとえば振
幅低減）、音損失の影響に打ち勝つように、音源又はノイズ源のデシベルを増大させるこ
とができる。これを、試験測定中に流れ発生器の速度を上昇させることによって達成する
ことができる。さらに、マスク又は管の空気路に含まれる他の要素は、音響損失を増大さ
せる可能性がある。これらの要素には、加湿器、ノイズバッフル及び弁が含まれ得る。こ
の場合もまた、これらの構成要素に起因する可能性がある損失を、ノイズ源レベル又は振
幅を増大させることによって克服することもできる。通常、音源又は流れ発生器からの適
切なノイズ又は音のレベルは、約２０ｄＢａ以上である可能性がある。
【０１１３】
　上述したように、いくつかの実施形態は、スピーカ等の音源を利用して、音パルス又は
白色ノイズを発生することができる。これは、特に、それほどのノイズを発生しない非常
に静かな流れ発生器を有する呼吸治療装置の場合に有用であり得る。たとえば、概して６
０００ｒｐｍ未満の速度でＲｅｓｍｅｄ（商標）流れ発生器を用いる場合、流れ発生器は
非常に静かである。この条件下で、音響又はノイズエミッタとして流れ発生器のノイズを
用いてインパルスを生成することは、不十分である可能性がある。これを、空気導管のい
ずれかに追加のノイズエミッタデバイスを含めることによって克服することができる。こ
れを、患者インターフェースが最初に流れ発生器に取り付けられるとき等、測定の期間中
に作動させることができる。音エミッタはスピーカとすることができるが、他のエミッタ
を利用することもできる。たとえば、選択的に作動させかつ停止させる（たとえば、流れ
発生器又は導管の流路に機械的に付与しかつそこから取り除く）ことができるリード等、
流れ発生器からの空気の流れに応じて振動する、単純な機械的エミッタを実施することも
できる。そして、これは、音インパルスを選択的に生成するのに役立つことができる。代
替的に、呼吸治療装置の作動弁が、音源としての役割を果たすこともできる。
【０１１４】
　いくつかの実施形態では、マスクを、一意の音響音応答特性を有するように設計するこ
とができる。たとえば、マスク又は管内に、各患者インターフェースの音響反射シグネチ
ャのより容易な区別を可能にするように、一意の音波共振器を設計することができる。
【０１１５】
　いくつかの実施形態では、ケプストラム解析を用いるのではなく、自己相関（すなわち
、パワースペクトルの逆フーリエ変換）を実施することができる。
【０１１６】
　本技術のさらなる実施形態では、音響反射を解析して、タイプ又はモデルの識別に加え
て患者インターフェースの特定の特性を識別することができる。たとえば、システム応答
データを利用して、患者のマスク及び導管の特性を識別することができる。特性には、直
径、構成材料、空気腔の容積、マスク及び／又は管の全体構造等が含まれ得る。
【０１１７】
　さらに、本明細書においてより詳細に説明するように、いくつかの実施形態はまた、患
者インターフェースに接続されている患者自身の呼吸器系から戻る反射又はエコーを検出
し測定することもできる。たとえば、具現化されたシステム、方法及びデバイスは、患者
の呼吸器系の状態及び調整、又はさらには認証の目的でその同一性を検出し識別すること
ができる。たとえば、本装置を、任意の所与の１つ又は複数の位置で患者の気道の直径を
検出するように実施することができる。上述したように同じか又は同様の技法を用いて、
気道の閉鎖又は患者の気道における抵抗の上昇を検出することができる。さらに、実施形
態は、ＣＰＡＰ治療中に患者の口が空いているか否かを検出することを可能することもで
きる。検出された問題又は課題に応じて、治療をそれに従って調整することができる。こ
うしたシステムはまた、流れ発生器ＦＧと患者の呼吸器系との間の（及びそれらの間に位
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置する患者インターフェースを含む）空気路における特性（たとえば漏れ又は閉塞）を識
別することも可能である。さらに、本技術で用いるためにマスク及びチューブについて説
明したが、いくつかの実施形態を、鼻カニューレで実施することも可能である。鼻カニュ
ーレは、空気路に対する妨害が最小限である可能性があり、患者の呼吸器系に関するより
明白な音響反射データを提供することができる。
【０１１８】
　たとえば、呼吸治療装置の導管における１つ若しくは複数の漏れ（たとえば切断）、又
はさらには口漏れ等、マスクを越えた１つ若しくは複数の漏れを、音響反射データ又はケ
プストラムデータから検出することができる。たとえば、本明細書においてより詳細に説
明するように、音導管に沿ったノイズ反射の場所に関する情報を提供するように、ケプス
トラムデータを理解することができるため、本技術により、装置は、漏れが発生したか否
かに加えて、漏れの場所を識別することが可能である。たとえば、漏れを、漏れを表す既
知の格納されたケプストラムデータを現試験ケプストラムデータと比較する等、ケプスト
ラムデータの検査によって特定し、かつ／又は定量化することができる。ケプストラムデ
ータから漏れが特定されると、場所（たとえば、ケプストラムデータにおける漏れ関連デ
ータのタイミングに基づく）を検出することができ、デバイスにより適切な応答を行うこ
とができる。たとえば、検出された口・マスク接触漏れ（口漏れ）は、流れ発生器の近く
の導管又はチューブで検出される漏れとは異なる自動化装置応答を有する可能性がある。
本装置は、前者に対する流れを単に増大させる一方で、後者に対する可聴警告を発するこ
とができる。
【０１１９】
　こうした検出器は、高インピーダンスの管に対して特に適している可能性がある。たと
えば、４ｍｍの気管内人工呼吸器管では、チューブを通過する空気により、大きな量のイ
ンピーダンスが発生する。このインピーダンスは、圧力センサ又は流れセンサを用いる従
来の漏れ又は偶発的切断検出方法では、漏れを特定するのが困難であることを意味する。
したがって、本技術は、低インピーダンス及び高インピーダンスの管における漏れ又は切
断を検出することができる。したがって、こうした漏れ検出はまた、ＣＰＡＰデバイスの
ような加圧治療をもたらさない大流量の呼吸治療デバイスでの実施にも適している可能性
がある。こうした大流量デバイスは、通常、鼻の内壁に対して封止しない鼻カニューレを
利用する。これら大流量システムは、通常、高インピーダンスの導管を含む。
【０１２０】
Ｃ．患者／ユーザ検出
　特定のデバイスの特定のユーザの認証又は確認に利益がある場合がある。たとえば、特
定のユーザへの医療デバイスの限られた使用は、安全性の理由で重要な場合がある。人工
呼吸器又は持続的気道陽圧デバイス等の呼吸治療デバイスを考慮する。
【０１２１】
　こうしたデバイスを用いる患者は、圧力送達関連設定等、治療に対して特定の設定を必
要とする場合がある。これらの設定を、医師が指示する場合がある。さらには、これらの
設定を、患者の治療の期間にわたりデバイスによって自動的に決定するか又は精緻化する
場合もある。こうした設定は、特定の患者にのみ適しており、他の患者には適していない
可能性がある。こうしたデバイスを、意図されていないユーザによる使用を妨げるように
、特定のユーザ又は患者がそれを使用しているときか又は使用していないときを検出する
ことができるように構成することが適切であり得る。
【０１２２】
　使用が特定の人に対するものであることを確認するか、又は他の人による使用を妨げる
ように、デバイスのユーザを認証する改善された技法及びデバイスが望ましい場合がある
。
【０１２３】
　したがって、本技術では、自動化デバイスは、生体音響ユーザ認証の方法を提供する。
いくつかの実施形態では、音センサは、デバイスのユーザの解剖学的腔に向けられた音導
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管内で音発生器の音の測定量を決定する。音の測定量を、プロセッサにより、音の測定量
からのケプストラムの計算により解析することができる。そして、プロセッサは、解析に
基づき、ユーザが事前に認可されたユーザであることを決定することができる。いくつか
の実施形態例では、本技術を、特定のユーザによる使用の可能性があることを確認するよ
うに、呼吸治療装置の動作に対する安全機能として実施することができる。
【０１２４】
　したがって、本技術のいくつかの実施形態は、ユーザ認証又はユーザ検出の方法及びデ
バイスを含むことができる。図１９に示すような通常の実施形態では、ユーザ検出器装置
１９－１０２は、マイクロフォン等の音センサ１９－１０４及び音認証コントローラ１９
－１０６を含む。音導管１９－１０８を、音発生器１９－１１０と連動して、検出器装置
が結合されるデバイスのユーザに対してノイズ又は音を向けるように構成することができ
る。たとえば、音導管１９－１０８は、検出器が呼吸治療装置に結合される場合、気管内
チューブ、ＣＰＡＰマスク、カニューレ等であり得る。本質的に、導管１９－１０８は、
音波又はノイズ波（図１９においてＡ１として示す波）をユーザの解剖学的腔ＡＣに向け
るのに役立つ。通常の実施形態では、音センサ１９－１０４は、認証コントローラ１９－
１０６によって解析されるように導管１９－１０８内を移動する音を測定する。音は、音
源が発生した音であり得る。たとえば、音は、呼吸治療装置の場合はサーボ制御ブロワ等
の流れ発生器の動作によって生成される振動又はノイズである可能性がある。たとえば、
流れ発生器はまた、導管１９－１０８を介してユーザの呼吸器系に呼吸可能なガスの流れ
を供給することもできる。そして、測定された音は、装置のユーザの１つ又は複数の解剖
学的腔から反射される音波を含むことができる。
【０１２５】
　音センサ１９－１０４からのこうした音信号を、認証コントローラ１９－１０６に送信
することができる。センサからの供給信号がデジタル形式でなく、コントローラがデジタ
ルコントローラである場合、任意選択のアナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換器／サンプラ
（別個には示さず）を利用することができる。センサからの信号に基づいて、コントロー
ラは音信号を評価して、以前に決定された認証データと比較するために認証データを決定
する。
【０１２６】
　いくつかの実施形態では、認証コントローラ１９－１０６は、本明細書においてより詳
細に説明するアルゴリズム等の特定の検出方法を実施するように構成されたプロセッサを
含むことができる。したがって、コントローラは、集積チップ、メモリ及び／又は他の制
御命令、データ又は情報記憶媒体を含むことができる。たとえば、こうした検出方法を包
含するプログラムされた命令を、デバイスのメモリの集積チップにコード化することがで
きる。同時に又は代替的に、こうした命令を、適切なデータ記憶媒体を用いてソフトウェ
ア又はファームウェアとしてロードすることもできる。こうしたコントローラ又はプロセ
ッサにより、デバイスを、音センサからの音データを決定し解析するように使用すること
ができる。したがって、プロセッサは、本明細書においてより詳細に説明する実施形態に
記載したように認証又はユーザ検出に対する評価を制御することができる。
【０１２７】
　ユーザ検出器装置１９－１０２のコントローラ１９－１０６のこうした方法又はアルゴ
リズムの一例を、図２０のフローチャートに示す。２０－２２０において、音センサは、
デバイスのユーザの解剖学的腔に向けられた音導管内の音発生器の音を測定する。２０－
２２２において、音センサからの音の測定量を、コントローラ又はそのプロセッサが、音
の測定量からのケプストラムの計算により解析する。２０－２２４において、コントロー
ラ又はプロセッサは、解析に基づいて、ユーザが事前に認可されたユーザであることを決
定する。こうした場合、その後、デバイスは、該デバイスの１つ又はいくつかの動作を可
能にすることができる。ユーザが事前に認可されていないことが決定されると、認証コン
トローラは、デバイスのいくつかの動作又はすべての動作を防止することができる。任意
選択で、認証コントローラ１９－１０６からデバイスの別のコントローラに使用可能信号
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又は使用不能信号（複数可）を送信することによって、動作を許可又は防止することがで
きる。
【０１２８】
　本技術のこうした実施形態では、システムの音響的性質と、識別の目的でユーザの解剖
学的腔に関連する音響情報を隔離する要求とに関連して、多数の設計考慮事項があり得る
。ユーザの解剖学的腔に音を向けるために用いられる構成要素は、種々の音響特性をもた
らすことができる多くの種々の構造を有することができる。導管構成要素の一例は、長さ
「Ｌ」に沿っておよそ一定の断面を有するチューブとすることができ、導管のユーザ側端
部（図１９において「ＵＥ」として示す）にユーザの解剖学的腔があり、音発生器側端部
（図１９において「ＧＥ」として示す）に音発生器（他のあり得る構成要素を含む）があ
る。導管の音響特性は、その長さに沿って広範囲の周波数にわたり導波路として作用する
、というものであり得る。
【０１２９】
　したがって、本装置のいくつかの実施形態では、解剖学的腔の音響特性によりユーザを
検出することは、音発生器動作中における、ユーザが装着している間にセットアップ手続
き中に測定されたデータと、ユーザがデバイスのいくつかの動作を開始するか又は続けよ
うと試みる前に測定された試験データとを比較することによる、導管内の音響反射に基づ
くことができる。
【０１３０】
　音発生器によって音センサへの音源として生成される、こうしたシステムにおける音又
はノイズのインパルス応答関数（「ＩＲＦ］）は、選択された時刻ゼロにおけるデルタ関
数と、２Ｌ／ｃを上回る時刻における、解剖学的腔からの反射とを含むことができる。こ
こで、音の速度が「ｃ」で示され、導管の長さが「Ｌ」である。こうした反射のデータを
、後に解析するためにセットアッププロセス中に記録し格納することができる。その後、
ユーザがデバイスを使用したい場合、システムの別のＩＲＦが、２Ｌ／ｃを上回る時刻に
、元のセットアップデータと比較するために、解剖学的腔から新たな反射を記録すること
ができる。反射における有意な変化が、異なるユーザを示すことができ、一方で、反射デ
ータの実質的でない差又は識別情報が、セットアッププロセスからの同じユーザを示すこ
とができる。
【０１３１】
　上述したように、導管からの反射におけるこうした変化又は類似性を監視する１つのあ
り得る方法は、音センサからの信号のケプストラムの計算に基づくことができる。
【０１３２】
　事前に認可されたユーザの導管及び解剖学的腔からのケプストラムデータを、後続する
ユーザの導管及び解剖学的腔からのケプストラムデータを比較することにより、それらの
差等の比較を、ユーザを識別する際に考慮することができる。たとえば、両試験において
共通のノイズ源が用いられる場合、両試験のケプストラムデータの間の比較又は差を、現
ユーザがセットアッププロセスのユーザと同じでないか、又は現ユーザがセットアッププ
ロセスのユーザと同じであるという指示とみなすことができる。
【０１３３】
　本明細書において、（マイクロフォン応答への音源としての音発生器からの）ＩＲＦの
いくつかの要素について説明する。導管が、音発生器によって生成される音に対する導波
路として作用する場合、音は、放出されて第１の信号（図１９において「Ａ１」として示
す）を形成する。音の信号すなわち第１の信号は、著しい長さを有しているか又は有して
いない可能性のある導管を下って又はそれに沿って、解剖学的腔まで移動し、導管に沿っ
て反射される。反射された信号を第２の信号（図１９において「Ａ２」として示す）とみ
なすことができる。上述したように、導管応答例の特徴は、音がシステムの一端から反対
側の端部まで移動するのに必要な時間である。この遅延は、導管の一端に配置された音セ
ンサが、音発生器から来る第１の信号を受信し、そのしばらくの後に、導管（及び人間の
呼吸器系のように、取り付けられている他の任意のシステム）によってフィルタリングさ
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れた同じ音を、反射された第２の信号Ａ２として受信することを意味することができる。
これは、解剖学的腔からの反射に関連するＩＲＦの部分が遅延の後に現れることを意味す
ることができる。遅延を、音が音源から解剖学的腔まで移動し、反射され、再び戻るのに
かかる時間におよそ等しいものとみなすことができる。
【０１３４】
　システムに損失が発生しやすい場合、導管の長さを考慮すると、音発生器における応答
に関連するＩＲＦの部分は、反射応答が開始するときまでにわずかな量まで減衰する。こ
れが発生すると、解剖学的腔による応答を、システムＩＲＦにおいて音発生器応答から完
全に分離することができる。
【０１３５】
　音源がノイズ発生器である場合、畳み込み混合から解剖学的腔反射を分離する方法及び
システムは、以前の実施形態で説明したようなものとすることができる。
【０１３６】
　したがって、いくつかの実施形態では、音発生器の連続音を、連続音の間の任意の時点
を音インパルスであると考慮することにより、システムに対する音インパルスとみなすこ
とができる。こうした場合、音発生器は、相対的な音の増大の前後に、無音又は音の低減
した期間を生成して実際の瞬間的な音インパルスを生成する必要がない。しかしながら、
いくつかの実施形態では、こうした瞬間的な音インパルスを、音発生器又は音源に対する
音制御信号の変調により生成することができる。たとえば、音源としての役割を果たす流
れ発生器の場合、ノイズを発生するために一定のモータ速度を実施することができる。代
替的に、低速又は速度なしに続き、瞬間的な高速、次いで低速又は速度なしに戻るように
設定することにより、変調を実施することもできる。チャープ又は他の音響音を実施する
スピーカ等、瞬間的な音インパルスを実施する他の方法を実施することもできる。
【０１３７】
　図２１～図２４は、上述したケプストラム方法に基づいて解剖学的腔に関連する音の反
射によりユーザを検出する、マイクロフォンからの音データの解析を示す仮想データグラ
フを示す。図２１では、２つの別個の音測定試験（たとえばセットアッププロセス及び後
続するユーザ認証プロセス）からのデータが共通軸にプロットされている。音が導管を通
り抜けてユーザ側端部を越え、解剖学的腔から反射し、マイクロフォンに戻ることができ
るために十分な期間が経過するまで、マイクロフォン信号のサンプルを、選択されたか又
は制御された時刻ゼロから収集又は記録することができるように、音を測定することがで
きる。図２１に示す両方の場合において、測定プロセスが施された解剖学的腔が、同じユ
ーザのものであることが確認された。各試験においてマイクロフォンからの測定サンプル
又は音データに対し、上述した式１、式２、式３及び式４によって説明した演算が施され
る。このプロセスの結果をグラフに示す。
【０１３８】
　図２２には、図２１の２つのプロットのデータからの差又は差の大きさを示す。こうし
た差又は大きさを、任意選択で、２つの試験の音データ間の差の絶対値として、サンプル
毎に決定することができる。有意なサンプルがないおよそ平坦なラインを、デバイスが、
セットアッププロセスにおいて試験され該デバイスと関連付けられたユーザ（又はユーザ
の解剖学的腔）を適切に検出したことを表すものとみなすことができる。プロセス例では
、差データのサンプルを、それらの有意性を評価するために閾値によって判定することが
できる。
【０１３９】
　図２３では、２つの別個の音測定試験からの仮想データが、この場合もまた共通軸にプ
ロットされている。一方の場合では、測定プロセスが施された導管は、第１のユーザ（Ｕ
ＳＥＲ　１）の解剖学的腔に結合され、他方の場合では、測定プロセスの導管は、第２の
異なるユーザ（ＵＳＥＲ　２）の解剖学的腔に結合された。各試験においてマイクロフォ
ンからの音データに対し、上述した式１、式２、式３及び式４によって説明した演算を施
し、その後プロットした。図２４において、その後、２つのプロットのデータからの差又
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は差の大きさを、サンプル毎に決定してプロットすることができる。１つ又は複数のサン
プルにおいて何らかの有意な差異（たとえば、プロットに沿った点において閾値を超える
１つ又は複数の値）が存在する場合、それは、認可されていないユーザか又はセットアッ
ププロセスの測定に加わらなかったユーザを表すことができる。こうした決定を、差異デ
ータのサンプルをスキャンし評価することによって行うことができる。任意選択で、解剖
学的腔の音響反射に特に関連する導管の端部を越える情報を含むデータサンプルは、解析
の対象であり得る。こうしたサンプル又はデータを、図２４において参照符号ＡＣＤで示
す。これに関して、導管の所与の長さを考慮すると、以下のように、ケプストラムデータ
が秒の関数であると仮定した場合、導管の端部を越えるプロットのデータを評価すること
ができる。
【０１４０】
　　Ｔｓ＞＝（２×Ｌ）／Ｃ
ここで、
　Ｔｓは秒でのサンプルの時間位置であり、
　Ｌは導管の既知の長さであり、
　Ｃは音の速度である。
【０１４１】
　この計算は、マイクロフォンから導管の音発生器側端部までの距離を考慮するように調
整することができることが理解されよう。
【０１４２】
　認証試験プロセスで決定されたケプストラムデータと、セットアッププロセス中に以前
に決定されたケプストラムデータとの比較に基づき、検査されたケプストラムデータが十
分に類似しているか又は十分には類似していないことを確認すると、デバイスを、動作を
制限するか又は可能にするように制御することができる。たとえば、ケプストラム解析に
基づき、ケプストラム差データにおける１つ又は複数の有意な値の検出を、異なる解剖学
的腔又は異なるユーザを示すものとみなすことができる。こうした場合、認証コントロー
ラを、認証結果の所望の結果に応じて、ユーザ検出器装置１９－１０２を含むデバイスの
１つ又は複数の動作を使用不能（又は使用可能）にするように実施することができる。
【０１４３】
　この技術を、保護された装置の一人の人を一意に認証する方法として実施することがで
きるが、こうした特定のユーザの一意の認証は厳密に必要でなくてもよいことが理解され
る。したがって、実施された認証システムが、何人かの又は大部分の他のあり得るユーザ
を排除する一方で、依然として最初に確認されたユーザが保護された装置を使用するのを
可能にする場合、本明細書で説明する利点を依然として達成することができる。
【０１４４】
　上述したように、ユーザ検出器装置１９－１０２を、確認された、既知の又は認可され
たユーザの解剖学的腔のケプストラムデータに対する基礎を確立するように、事前測定セ
ットアッププロセスによって構成することができる。たとえば、デバイスが最初に作動す
る時、セットアッププロセスをトリガーすることができる。代替的に、こうしたプロセス
からのデータを、別の装置からユーザ検出器装置内に事前に格納することもできる。後続
する認証試験を、自動開始プロセス等において装置によって行う場合、後続する試験測定
データを、事前に格納されたデータと比較するために用いることにより、認可されたか又
は意図されたユーザによる使用を確認することができる。
【０１４５】
　任意選択で、デバイスを使用不能にすることに加えて、又はその代りとして、検出器は
、警告メッセージ及び／又は警報をトリガーして、デバイスが異なるユーザに意図されて
いることを明らかにすることもできる。したがって、こうした装置のコントローラは、任
意選択で、１つ又は複数の警告灯（たとえば、１つ又は複数の発光ダイオード）等の表示
デバイスを有することができる。表示デバイスを、ＬＣＤ等の表示画面として実施するこ
ともできる。同様に、異なるか又は意図されていないユーザの検出が、ユーザ検出装置に
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よって保護される特定のデバイスの新たな初期化をトリガーしてもよく、それにより、デ
バイスの動作が、特定のユーザに対して特に決定された可能性のある設定ではなく、すべ
てのユーザに適している設定で開始する。
【０１４６】
　上述しかつ図２５に示すように、本技術の検出器２５－７０２の例を、呼吸治療装置と
して実施することができる。こうした実施形態では、音センサを、呼吸治療装置導管（た
とえば気管内チューブ又は人工呼吸器供給導管）と一体化することもできるし、導管カプ
ラ、マスク又は鼻カニューレの一部に取り付けることもできる。図２５の例では、空気の
供給を、患者の鼻孔及び／又は口等の患者の呼吸器系に向ける役割も果たす導管に、マイ
クロフォンを取り付けることができる。こうした場合、一方又は両方の鼻孔及び／又は口
は、ユーザ検出用の１つ又は複数の解剖学的腔としての役割を果たすことができる。
【０１４７】
　さらに図２５の実施形態例を参照すると、流れ発生器を介して患者の圧力送達又は換気
治療を制御するコントローラ２５－７０６が、ユーザ認証又はユーザ検出コントローラと
しての役割を果たすことも可能である。こうした実施形態では、音センサ２５－７０４を
、導管２５－７０８における音響測定のために、呼吸治療装置のコントローラ２５－７０
６に直接結合することができる。こうしたデバイスはまた、ブロワ２５－７１０によって
発生する圧力を測定し、圧力の測定値を示す圧力信号ｐ（ｔ）を生成する圧力トランスデ
ューサ等、圧力センサを有することもできる。それはまた、任意選択で、流れセンサを有
することも可能である。流れ信号ｆ（ｔ）及び圧力信号ｐ（ｔ）に基づき、プロセッサを
備えたコントローラ２５－７０６は、こうした動作が、上述したようなユーザ検出コント
ローラの方法によって許可されるか又は使用可能となると、ブロワ制御信号を生成するこ
とができる。
【０１４８】
　したがって、コントローラは、所望の圧力設定値を生成し、その設定値を圧力センサの
測定された状態と比較することにより、設定値を満足するようにブロワをサーボ制御する
ことができる。したがって、コントローラ２５－７０６は、ブロワ２５－７１０によって
患者インターフェースに送達される圧力に対して制御された変更を行うことができる。任
意選択で、それは、ブロワを特定のＲＰＭ設定に制御するように速度センサを有すること
ができる。これに関して、自動化された呼吸治療に加えて、ブロワは、音センサの測定の
期間中にブロワを一定速度で運転すること等により、上述したように音響測定中にノイズ
源又は音発生器としての役割を果たすことができる。
【０１４９】
　ユーザ検出コントローラ２６－８０６用のアーキテクチャ例を、図２６のブロック図に
示す。図では、コントローラを、１つ又は複数のプログラム可能なプロセッサ２６－８０
８によって実施することができる。コントローラはまた、モニタ、ＬＣＤパネル、タッチ
スクリーン等、上述したようにユーザインターフェース又は表示デバイスに対するデータ
（たとえば警告又はメッセージ等）を出力する、ディスプレイインターフェース２６－８
１０も有することができる。任意選択で、データを入力するか又は他の方法で本明細書に
説明した方法を起動するか又は動作させるために、たとえば、キーボード、タッチパネル
、制御ボタン、マウス等のためのユーザ制御／入力インターフェース２６－８１２も含め
ることができる。本デバイスはまた、プログラミング命令、設定データ、音データ、マイ
クロフォン音サンプル、音響測定データ、ケプストラムデータ等のデータを送受信する、
センサ又はバス等のデータインターフェース２６－８１４も有することができる。
【０１５０】
　コントローラはまた、上述した方法の制御命令及びデータを含むメモリ／データ記憶コ
ンポーネント２６－８２０を有している。たとえば、２６－８２２において、それらは、
測定、フィルタリング、ＦＦＴ、対数、ケプストラム比較／評価、差決定等、音信号処理
及びユーザ認証／検出処理に対する格納されたプロセッサ制御命令を含むことができる。
２６－８２４において、これらはまた、ユーザ検出／認証に従って動作が許可されるか又
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は防止される命令等、デバイス起動又は制御に対する格納されたプロセッサ制御命令も含
むことができる。最後に、それらはまた、２６－８２６において、音測定、ケプストラム
データ、セットアップデータ、閾値等、本方法のための格納されたデータを含むことがで
きる。
【０１５１】
　いくつかの実施形態では、上述した方法を制御するプロセッサ制御命令及びデータを、
汎用コンピュータが使用するためにソフトウェアとしてコンピュータ可読記録媒体に含め
ることができ、それにより、汎用コンピュータは、そのソフトウェア及びデータを汎用コ
ンピュータにロードすると、本明細書で述べた方法の任意のものに従って専用コンピュー
タとしての役割を果たすことができる。
【０１５２】
　いくつかの実施形態において、認証又はユーザ検出技術について説明したが、これらの
実施形態は、本技術を単に例示するものであることが理解されるべきである。さらなる変
更を本明細書の趣旨及び範囲内で考案することができる。
【０１５３】
　たとえば、本技術により、組み込まれたユーザ認証制御デバイスを企図しているが、本
デバイスの構成要素の方法を、システムの複数の構成要素にわたって共有することができ
る。たとえば、測定デバイスは、単に測定プロセスを行うことにより、導管の音響データ
を決定しそのデータを別の処理システムに転送することができる。そして、第２の処理シ
ステムが、そのデータを解析し、上述したように認証を決定することができる。そして、
第２の処理システムが、上述した使用可能又は使用不能メッセージのうちの１つ又は複数
を、たとえば電子形式で測定装置又は他の表示デバイスに戻すように送信すること等によ
り、本明細書に記載するように認証を示すことにより、デバイスの動作を制御することが
できる。
【０１５４】
　同様に、本技術は、ユーザを検出するために単一のマイクロフォンのみからのデータを
実施することができる実施形態を企図しているが、本技術のいくつかの実施形態では、追
加のマイクロフォンを実施することができる。さらに、本技術は、音インパルスとしての
役割を果たすシステムのノイズ又は音が、１つ又は複数の選択されたブロワ設定で動作し
ている流れ発生器によって発生する音である実施形態を企図しているが、いくつかの実施
形態では、導管内に音センサによって記録される音インパルスを発生するようにスピーカ
又はホーンドライバを組み込むことができる。
【０１５５】
　いくつかの実施形態では、本技術を、ハンドヘルドデバイス等のデジタルオーディオフ
ァイルプレイヤ等のオーディオデバイスである音発生器で実施することも可能である。オ
ーディオデバイスの構成要素は、上述したユーザ検出器を含むことができ、それら構成要
素を、認証のために耳栓又はイヤースピーカの導管を用いて耳道（複数可）内に音を発生
するように構成することができる。そして、オーディオデバイスの動作（複数可）を、耳
栓又はイヤースピーカのマイクロフォンと上述した音検出方法を行うように構成されたオ
ーディオデバイスのプロセッサとに基づいて、使用可能又は使用不能とすることができる
。
【０１５６】
Ｄ．さらなる実施形態
　他の変形を、本技術の趣旨及び範囲から逸脱することなく行うことができる。たとえば
、上述した実施形態の説明した特徴の任意もの（たとえば、閉塞検出特徴、構成要素検出
特徴及びユーザ検出特徴）を組み合わせて、開示したさまざまな機能の利益を含むように
さまざまなさらなる装置を形成することができる。
【０１５７】
　いくつかの実施形態では、音響検出方法を、音声スピーカ又は動作流れ発生器等の自動
化された音源なしに実施することができる。たとえば、マスクのユーザが、マスク内に音



(30) JP 5738201 B2 2015.6.17

10

20

30

40

50

（たとえばハミング）を立てることにより、音パルスを生成することができ、それを、上
述した検出方法のうちのいくつかの装置によって測定することができる。そして、この音
の反射を用いて、装置のコントローラの処理によってマスクを識別することができる。
　なお、出願当初の特許請求の範囲は以下の通りである。
（請求項１）
　呼吸治療導管閉塞を検出する方法であって、
　音センサにより、呼吸治療導管内の流れ発生器の音の測定量を決定するステップと、
　プロセッサにより、前記音センサからの前記音の測定量を解析するステップと、
　前記プロセッサにより、前記解析に基づいて前記呼吸治療導管内の閉塞の存在又は不在
を示すステップと、
を含む、方法。
（請求項２）
　前記解析するステップは、前記音の測定量を表すデータサンプルからフーリエ変換を計
算するステップを含む、請求項１に記載の方法。
（請求項３）
　前記解析するステップは、前記音の測定量を表す前記変換されたデータサンプルの対数
を計算するステップをさらに含む、請求項２に記載の方法。
（請求項４）
　前記解析するステップは、前記音の測定量を表す前記変換されたデータサンプルの前記
対数の逆変換を計算するステップをさらに含む、請求項３に記載の方法。
（請求項５）
　前記解析するステップは、（ａ）前記音の測定量を表す前記変換されたデータサンプル
の前記対数の前記逆変換と、（ｂ）前記呼吸治療導管の閉塞されていないものから測定さ
れた音を表すフーリエ変換されたデータサンプルの対数の逆変換と、の差を計算するステ
ップをさらに含む、請求項４に記載の方法。
（請求項６）
　前記示すステップは、前記差の計算に基づいてデータのグラフを表示するステップを含
む、請求項５に記載の方法。
（請求項７）
　前記差の計算のデータに基づいて閉塞の存在の場所及び程度を検出するステップをさら
に含む、請求項６に記載の方法。
（請求項８）
　前記程度は、前記差の計算の前記データの有意なサンプルの振幅値から決定される、請
求項７に記載の方法。
（請求項９）
　前記場所は、前記差の計算の前記データにおける前記有意なサンプルの位置から決定さ
れる、請求項８に記載の方法。
（請求項１０）
　前記呼吸治療導管は気管内チューブを含む、請求項９に記載の方法。
（請求項１１）
　前記呼吸治療導管内で前記音を発生する音源をさらに備え、該音源は流れ発生器を含む
、請求項１０に記載の方法。
（請求項１２）
　前記呼吸治療導管の閉塞されていないものから音を事前測定するステップをさらに含む
、請求項１に記載の方法。
（請求項１３）
　前記音センサは単一のマイクロフォンである、請求項１に記載の方法。
（請求項１４）
　呼吸治療導管閉塞を検出する装置であって、
　呼吸治療導管と結合し、該呼吸治療導管内の流れ発生器の音の測定量を生成するように
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適合されたマイクロフォンと、
　前記マイクロフォンからの前記音の測定量のデータサンプルを解析するように構成され
、該解析されたデータサンプルに基づいて前記呼吸治療導管内の閉塞の存在又は不在を示
すようにさらに構成されているプロセッサと、
を具備する、装置。
（請求項１５）
　前記マイクロフォンは、気管内チューブカプラに適合され、該気管内チューブカプラは
気管内チューブの一部と接続する開口部を備えている、請求項１４に記載の装置。
（請求項１６）
　前記気管内チューブカプラは、人工呼吸器供給チューブの一部と接続するように適合さ
れた開口部をさらに備えている、請求項１５に記載の装置。
（請求項１７）
　前記気管内チューブカプラは、マイクロフォンチャンバをさらに備え、該マイクロフォ
ンチャンバは、前記カプラのガス流路から該チャンバを分離する膜に適合される、請求項
１５に記載の装置。
（請求項１８）
　前記気管内チューブカプラは、前記マイクロフォンチャンバが周囲圧力と等しくなるの
を可能にするように適合された通気孔をさらに備えている、請求項１７に記載の装置。
（請求項１９）
　流れ発生器をさらに具備し、前記プロセッサは、呼吸治療を引き起こすよう該流れ発生
器を制御するようにさらに構成される、請求項１４に記載の装置。
（請求項２０）
　前記プロセッサは、前記音の測定量を表すデータサンプルからフーリエ変換を計算する
ように構成される、請求項１４に記載の装置。
（請求項２１）
　前記プロセッサは、前記音の測定量を表す前記変換されたデータサンプルの対数を計算
することにより、前記データサンプルを解析するように構成される、請求項２０に記載の
装置。
（請求項２２）
　前記プロセッサは、前記音の測定量を表す前記変換されたデータサンプルの前記対数の
逆変換をさらに計算することにより、前記データサンプルを解析するように構成される、
請求項２１に記載の装置。
（請求項２３）
　前記プロセッサは、（ａ）前記音の測定量を表す前記変換されたデータサンプルの前記
対数の前記逆変換と、（ｂ）前記呼吸治療導管の閉塞されていないものから測定された音
の測定量を表すフーリエ変換されたデータサンプルの対数の逆変換と、の差をさらに計算
することにより、前記データサンプルを解析するように構成される、請求項２２に記載の
装置。
（請求項２４）
　前記プロセッサは、前記差の計算に基づいてデータのグラフを表示することにより、閉
塞の存在を示すように構成される、請求項２３に記載の装置。
（請求項２５）
　前記プロセッサは、前記差の計算のデータに基づいて閉塞の存在の場所及び程度を検出
するようにさらに構成される、請求項２４に記載の装置。
（請求項２６）
　前記程度は、前記差の計算の前記データの有意なサンプルの振幅値から決定される、請
求項２５に記載の装置。
（請求項２７）
　前記場所は、前記差の計算の前記データにおける前記有意なサンプルの位置から決定さ
れる、請求項２６に記載の装置。
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（請求項２８）
　前記プロセッサは、前記呼吸治療導管の閉塞されていないものから音を事前測定するよ
うにさらに構成される、請求項１４に記載の装置。
（請求項２９）
　前記呼吸治療導管は気管内チューブを含む、請求項１４に記載の装置。
（請求項３０）
　前記呼吸治療導管内で前記音を発生する音源をさらに具備し、該音源は流れ発生器を含
む、請求項１４に記載の装置。
（請求項３１）
　呼吸治療導管閉塞を検出する装置であって、
　呼吸治療導管内の流れ発生器の音の測定量を生成する音検知手段と、
　前記音検知手段に結合され、前記音検知手段からの前記音の測定量を解析することによ
り、前記呼吸治療導管内の閉塞の存在の決定を制御するコントローラ手段と、
を具備する、装置。
（請求項３２）
　前記音検知手段を収容し、気管内チューブの一部及び人工呼吸器供給チューブの一部と
接続する気管内チューブ結合手段をさらに具備する、請求項３１に記載の装置。
（請求項３３）
　前記結合手段は、人工呼吸器ガス流路と前記音検知手段とを分離する膜をさらに備えて
いる、請求項３２に記載の装置。
（請求項３４）
　前記結合手段は、前記音検知手段を周囲圧力と等しくする通気手段をさらに備えている
、請求項３３に記載の装置。
（請求項３５）
　流れ発生器をさらに具備し、前記コントローラ手段は、呼吸治療を引き起こすよう前記
流れ発生器を制御するようにさらに適合される、請求項３１に記載の装置。
（請求項３６）
　呼吸治療導管をさらに具備し、該呼吸治療導管は気管内チューブを含む、請求項３１に
記載の装置。
（請求項３７）
　前記呼吸治療導管内で音を発生する音手段をさらに具備し、該音手段はサーボ制御ブロ
ワを含む、請求項３１に記載の装置。
（請求項３８）
　前記音検知手段は単一のマイクロフォンを含む、請求項３１に記載の装置。
（請求項３９）
　呼吸器系閉塞を検出する方法であって、
　音センサにより、流れ発生器の音の測定量を決定するステップと、
　プロセッサにより、前記音の測定量からのケプストラムの計算によって前記音センサか
らの前記音の測定量を解析するステップと、
　前記プロセッサにより、前記解析に基づいて患者の前記呼吸器系内の閉塞の存在又は不
在を示すステップと、
を含む、方法。
（請求項４０）
　前記音の測定量からの前記ケプストラムと以前の音の測定量から決定されたケプストラ
ムとの差を計算することに基づき、閉塞の存在の程度を検出するステップをさらに含む、
請求項３９に記載の方法。
（請求項４１）
　前記程度は、前記差の計算の前記データの有意なサンプルの振幅値から決定される、請
求項４０に記載の方法。
（請求項４２）
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　場所が、前記差の計算の前記データにおける前記有意なサンプルの位置から決定され、
前記位置は、呼吸治療導管の既知の端部を越えた位置を表す、請求項４１に記載の方法。
（請求項４３）
　呼吸閉塞を検出する装置であって、
　呼吸治療導管と結合し、流れ発生器の音の測定量を生成するように適合されたマイクロ
フォンと、
　前記マイクロフォンからの前記音の測定量のデータサンプルを、該音の測定量の該デー
タサンプルを用いたケプストラムの計算により解析するように構成され、該解析されたデ
ータサンプルに基づいて患者の呼吸器系における閉塞の存在又は不在を示すようにさらに
構成されているプロセッサと、
を具備する、装置。
（請求項４４）
　前記音の測定量からの前記ケプストラムと、以前の音の測定量から決定されたケプスト
ラムとの差を計算することに基づいて、閉塞の存在の程度を検出することをさらに含む、
請求項４３に記載の装置。
（請求項４５）
　前記程度は、前記差の計算の前記データの有意なサンプルの振幅値から決定される、請
求項４４に記載の装置。
（請求項４６）
　場所が、前記差の計算の前記データにおける前記有意なサンプルの位置から決定され、
前記位置は、呼吸治療導管の既知の端部を越えた位置を表す、請求項４５に記載の装置。
（請求項４７）
　流れ発生器をさらに具備し、前記プロセッサは、呼吸治療を引き起こすよう前記流れ発
生器を制御するようにさらに適合される、請求項４３に記載の装置。
（請求項４８）
　治療のために出口において患者に提供される加圧空気の供給を引き起こす流れ発生器と
共に用いられるデバイスであって、
　前記流れ発生器の前記出口に取り付け可能な患者インターフェースと、
　第１の信号を発生するエミッタと、
　前記第１の信号と前記患者インターフェースから反射された第２の信号とを受信するセ
ンサと、
　前記第１の信号及び前記反射された第２の信号を処理するコントローラであって、該処
理された、反射された第２の信号に基づいて前記患者インターフェースの接続を検出する
、コントローラと、
を具備するデバイス。
（請求項４９）
　前記第１の信号は、音響インパルス又は連続音響信号のいずれかである、請求項４８に
記載のデバイス。
（請求項５０）
　前記センサは、マイクロフォン、圧力センサ、又は流れセンサである、請求項４９に記
載のデバイス。
（請求項５１）
　前記コントローラは、ケプストラム解析によって前記第１の信号及び前記第２の信号を
処理する、請求項５０に記載のデバイス。
（請求項５２）
　前記エミッタは前記流れ発生器である、請求項５１に記載のデバイス。
（請求項５３）
　前記患者インターフェースはマスク及び管を含む、請求項５２に記載のデバイス。
（請求項５４）
　前記センサは、流れ発生器内に又は該流れ発生器の出口に近接して取り付けられるか又



(34) JP 5738201 B2 2015.6.17

10

20

30

40

50

は封入される、請求項５３に記載のデバイス。
（請求項５５）
　前記センサは、マイクロフォン、圧力センサ、又は流れセンサである、請求項５４に記
載のデバイス。
（請求項５６）
　前記コントローラは、前記患者インターフェースに関する情報をコンピュータに転送す
る、請求項５５に記載のデバイス。
（請求項５７）
　前記センサは、前記流れ発生器の前記出口に近接して配置される、請求項５６に記載の
デバイス。
（請求項５８）
　前記患者インターフェースの前記接続の前記検出は、特定のマスクモデルの識別を含む
、請求項４８に記載のデバイス。
（請求項５９）
　前記患者インターフェースの前記接続の前記検出は、該患者インターフェースに関連す
る漏れの検出を含む、請求項４８に記載のデバイス。
（請求項６０）
　治療のために出口において患者に提供される加圧空気の供給を引き起こす流れ発生器と
共に用いられるデバイスであって、
　前記流れ発生器の前記出口に取り付け可能な患者インターフェースと、
　第１の信号を発生するエミッタと、
　前記第１のインパルスと前記患者インターフェースから反射された第２の信号とを受信
するセンサと、
　前記第１の信号及び前記反射された第２の信号を処理するコントローラと、
を具備し、
　前記コントローラは、前記反射された第２の信号の少なくとも１つの特徴を所定の音響
信号のセット内の少なくとも１つの特徴と比較することに基づいて、前記患者インターフ
ェースを識別する、デバイス。
（請求項６１）
　治療のために出口において患者に提供される加圧空気の供給を引き起こす流れ発生器と
共に用いられるデバイスであって、
　前記流れ発生器の前記出口に取り付け可能な患者インターフェースと、
　第１の信号を発生するエミッタと、
　前記第１の信号と前記患者インターフェースから反射された第２の信号とを受信するセ
ンサと、
　前記インパルス及び前記反射された第２の信号を処理するコントローラと、
を具備し、
　前記コントローラは、前記反射された第２の信号の少なくとも１つの特徴を所定の音響
信号のセット内の少なくとも１つの特徴と比較することに基づいて、前記患者インターフ
ェースにおける不具合を識別する、デバイス。
（請求項６２）
　出口から加圧空気の供給を引き起こす流れ発生器に接続するように適合された患者イン
ターフェースを識別する方法であって、
　空気路に第１の信号を放出するステップと、
　前記第１の信号と、前記空気路に沿って反射された第２の信号と、を検出するステップ
と、
　前記第２の信号を取得するよう、信号をフィルタリングするステップと、
　前記第２の信号を、患者インターフェースの所定の反射信号のアレイと比較するステッ
プと、
　前記アレイとの前記第２の信号の比較に基づいて、前記空気路に接続された患者インタ
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ーフェースを識別するステップと、
を含む、方法。
（請求項６３）
　流れ発生器に接続されたマスクのタイプを、該マスクの音響反射を特徴付けることによ
り識別する方法。
（請求項６４）
　空気路における特徴を検出又は識別する方法であって、
　前記空気路に第１の信号を放出するステップと、
　前記第１の信号と、前記空気路に沿って反射された第２の信号と、を検出するステップ
と、
　前記第２の信号を取得するよう、信号をフィルタリングするステップと、
　前記第２の信号を、前記空気路の所定の特徴のアレイと比較するステップと、
　前記アレイとの前記第２の信号の比較に基づいて前記空気路における特徴を識別するス
テップと、
を含む、方法。
（請求項６５）
　前記空気路は患者インターフェースを含む、請求項６４に記載の方法。
（請求項６６）
　前記空気路は患者の呼吸器系を含む、請求項６４に記載の方法。
（請求項６７）
　前記特徴は、前記空気路内の狭窄、前記空気路の直径、前記空気路の長さ、及び前記空
気路の閉塞を含むグループから選択される１つ又は複数を含む、請求項６４に記載の方法
。
（請求項６８）
　患者インターフェースの特徴を識別する、請求項６４に記載の方法。
（請求項６９）
　患者インターフェースの前記特徴は、流れ発生器の設定を制御する治療パラメータを調
整するために用いられる、請求項６４に記載の方法。
（請求項７０）
　呼吸治療導管と結合し、該導管から音の測定量を生成するように適合されたマイクロフ
ォンと、
　前記マイクロフォンからの前記音の測定量のデータサンプルを、テンプレートを表す以
前に格納されたデータサンプルと比較することにより解析するように構成され、該比較か
らシステム又は患者の特徴を検出するようにさらに構成されているプロセッサと、
を具備する、呼吸治療装置。
（請求項７１）
　前記データサンプルの前記解析は、前記音の測定量の前記データサンプルを用いたケプ
ストラムの計算を含む、請求項７０に記載の装置。
（請求項７２）
　デバイスのユーザを認証する方法であって、
　音センサにより、デバイスのユーザの解剖学的腔に向けられた音導管内の音発生器の音
の測定量を決定するステップと、
　プロセッサにより、前記音センサからの前記音の測定量を、該音の測定量からのケプス
トラムの計算によって解析するステップと、
　前記プロセッサにより、前記解析に基づいて前記ユーザが事前に認可されたユーザであ
ると決定するステップと、
を含む、方法。
（請求項７３）
　前記決定するステップは、前記デバイスの動作を可能にするステップを含む、請求項７
２に記載の方法。
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（請求項７４）
　前記音発生器はスピーカを含み、前記音センサはマイクロフォンを含む、請求項７２に
記載の方法。
（請求項７５）
　前記デバイスは呼吸治療装置を含み、前記音発生器は流れ発生器を含み、前記音導管は
呼吸供給チューブを含む、請求項７２に記載の方法。
（請求項７６）
　前記解析するステップは、前記ケプストラムのデータを、セットアッププロセスからの
以前の音の測定量によって決定された以前のケプストラムのデータと比較するステップを
含む、請求項７２に記載の方法。
（請求項７７）
　セットアッププロセスで取得された前記以前の音の測定量を決定するステップをさらに
含む、請求項７６に記載の方法。
（請求項７８）
　ユーザを認証する装置であって、
　音響信号を前記装置のユーザの解剖学的腔に向けるように適合された音導管と、
　前記音響信号を発生する音発生器と、
　前記音導管に結合し、前記音響信号の測定量を生成するように適合されたマイクロフォ
ンと、
　前記マイクロフォンからの前記音響信号の測定量のデータサンプルを、前記音の測定量
の前記データサンプルを用いたケプストラムの計算により解析するように構成され、該解
析に基づいて前記ユーザが事前に認可されたユーザであることを決定するようにさらに構
成されているプロセッサと、
を具備する、装置。
（請求項７９）
　前記プロセッサは、前記決定に基づいて前記装置の動作を可能にするように構成されて
いる、請求項７８に記載の装置。
（請求項８０）
　前記音発生器はスピーカを含む、請求項７９に記載の装置。
（請求項８１）
　前記プロセッサの前記解析は、前記ケプストラムのデータを、セットアッププロセスに
おいて取得された以前の音の測定量から決定された以前のケプストラムのデータと比較す
ることを含む、請求項７８に記載の装置。
（請求項８２）
　前記プロセッサは、セットアッププロセスにおいて前記以前の測定量を設定するように
さらに構成されている、請求項８１に記載の装置。
（請求項８３）
　呼吸治療装置を備え、前記音発生器はサーボ制御ブロワを含み、前記音導管は、呼吸供
給チューブ及びマスク又は鼻カニューレを含む、請求項７８に記載の装置。
【符号の説明】
【０１５８】
１０２：呼吸治療導管閉塞検出装置
１０４：音センサ
１０６：検出コントローラ
１０８：呼吸治療導管
１１０：流れ発生器
１１２：供給導管
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